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平成２９年度鹿追町各会計歳入歳出決算審査特別委員会会議録 

 

日時  平成３０年 ９月１８日（火曜日） 

                        午前 ９時２８分 

           場所  鹿追町議会議場 

 

１ 付託案件審査 

（１）認定第１号 平成２９年度鹿追町一般会計歳入歳出決算認定について  

（２）認定第２号 平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

         について 

（３）認定第３号 平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい       

         て 

（４）認定第４号 平成２９年度鹿追町下水道特別会計歳入歳出決算認定について 

（５）認定第５号 平成２９年度鹿追町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

（６）認定第６号 平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

（７）認定第７号 平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認

定について 

 

２ 本日の会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（９名） 

１番 山口 優子議員   ２番 武藤 敦則議員   ３番 畑  久雄議員 

４番 台蔵 征一議員   ５番 加納  茂議員   ７番 川染  洋議員   

８番 狩野 正雄議員   ９番 吉田  稔議員  １０番  安藤 幹夫議員  

 

４ 欠席議員（なし） 
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５ 本会議に説明のため出席したもの 

町      長    田 弘 志 

 農業委員会会長     菊 池 輝 夫 

教育委員会教育長   大 井 和 行 

代 表 監 査 委 員    野 村 英 雄 

 

６ 町長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  副 町 長             松 本 新 吾 

  総 務 課 長             喜 井 知 己 

  企 画 財 政 課 長     渡 辺 雅 人 

  町 民 課 長     菊 池 光 浩 

福 祉 課 長     佐々木 康 人 

農 業 振 興 課 長     菅 原 義 正 

  商 工 観 光 課 長     富 樫   靖 

 建 設 水 道 課 長     櫻 庭   力 

    子育てスマイル課長     松 井 裕 二 

  ジオパーク推進室長    黒 井 敦 志 

  瓜 幕 支 所 長      城 石 賢 一 

  病 院 事 務 長      平 山 宏 照 

  消 防 署 長     内 海 卓 実 

  会 計 管 理 者             葛 西 浩 二 

  企画財政課財政係長    武 者 正 人 

     

７ 教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  学 校 教 育 課 長     草 野 礼 行 

  社 会 教 育 課 長     浅 野 悦 伸 

     

８ 農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  事 務 局 長     檜 山 敏 行 
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９ 議会事務局職員出席者 

  事 務 局 長   坂 井 克 巳                          

  書      記   高 瀬 俊 一      
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平成３０年 ９月１８日（火曜日）午前９時２８分 開議 

○議会事務局長（坂井克巳） 

これより平成２９年度各会計決算審査特別委員会を開催いたします。開会にあたり、安

藤幹夫委員長よりごあいさつがございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 改めましておはようございます。平成２９年度各会計決算審査特別委員会開会にあたり 

一言ごあいさつ申し上げます。本委員会は、平成２９年度議決決定をした予算についてそ

の事業が住民福祉にどうつながったか費用対効果等について慎重に審議、審査するもので

あります。決算審査特別委員会は行政効果を評価する重要かつ意義ある機会であることか

ら委員各位においては多面的な視点において簡潔、明瞭な質疑を行い住民の皆さまに分か

りやすく理解されるようお願い申し上げます。本委員会は３日間を予定しております。各

委員のご協力によりスムーズな進行が行われますようお願い申し上げ、あいさつとさせて

いただきます。 

○議会事務局長（坂井克巳） 

 次に田弘志町長からごあいさつをいただきます。 

○町長（田弘志） 

 おはようございます。平成２９年鹿追町各会計決算特別委員会開催にあたりまして一言

ごあいさつを申し上げます。本日より２０日まで３日間にわたって審査が実施をされるわ

けであります。今その趣旨等については委員長さんの安藤副議長さんからのお話ありまし

たけれども、私ども執行者といたしましては皆さま方決議をいただきました予算等々につ

いて決議どおり執行して、そして最大の効果を挙げようということで日々努力をしている

ところでありますけれども十分でない点についてはよろしくご指導いただければありがた

いというふうに思っています。またこの決算は現在執行している３０年度予算あるいは来

年度予算に大きく反映をさせる重要な委員会であります。どうか皆さま方の真摯なご指導

をいただきますように心からお願いを申し上げて簡単でありますけれどもごあいさつに代

えさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうござしました。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ただ今から平成２９年度各会計決算審査特別委員会を開会します。 

 これから議事に入ります。まず本委員会に付託された平成２９年度各会計決算認定につ

いては、議案のとおり７件を議題とし審査を行います。 
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次に、審査日程についてお諮りします。審査日程は、本日９月１８日、１９日、２０日

の３日間といたします。なお、審査が終了次第、閉会といたします。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。審査日程は本日９月１８日、１９日、２０日の３日間とし、審査

が終了次第、閉会することに決定いたしました。 

監査結果について 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 認定第１号、平成２９年度鹿追町一般会計歳入歳出決算認定など７件について、監査結

果について、監査委員の報告を求めます。野村英雄代表監査委員。 

○代表監査委員（野村英雄） 

本題に入る前に皆さま方に誤りと訂正を申し上げます。昨年の平成２８年度鹿追町各会

計歳入歳出決算審査意見書の中で、（２）一般会計の中の５、公債費比率と総括の中で公債

費比率、前年度比０．４％上昇と記し、また起債制限比率も４．７％と記載したのは誤り

であり正当な数字は公債費比率で前年度比１．３％であり、起債制限比率も４．４％であ

ると改めさせていただきます。これによって鹿追町の財政健全にあたっての影響はありま

せんが鹿追町の将来にとって貴重な財政分析指標の誤りであることから心よりお詫び申し

上げます。原因は提出された集計表の数字の確認漏れをしたことにあると心よりお詫び申

し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

それでは平成２９年度鹿追町一般会計及び各特別会計、平成２９年度国民健康保険病院

会計、平成２９年度財政健全化及び経営健全化の審査意見書について結果報告させていた

だきますが各会計審査意見書はすでに皆さま方に提出しておりますので、皆さま方にはお

目通しいただいていることと思いますので、簡単に報告させていただきます。 

平成２９年度鹿追町各会計歳入歳出決算審査意見書について、地方自治法第２３３条第

２項の規定により、審査に付されました平成２９年度鹿追町一般会計及び特別会計決算は、

審査の結果、次のとおりであったので、意見を付して報告いたします。１、審査の概要、

（１）審査の対象、１、平成２９年度鹿追町一般会計歳入歳出決算、２、平成２９年度鹿

追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、３、平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計歳入

歳出決算、４、平成２９年度鹿追町下水道特別会計歳入歳出決算、５、平成２９年度鹿追

町介護保険特別会計歳入歳出決算、６、平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入
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歳出決算であります。（２）実施期間は、平成３０年８月１日から平成３０年８月３０日ま

に行いました。（３）審査の方法は、審査にあたっては、決算報告書と決算付属書、出納伝

票を突合して、計算の正確性、予算執行状況の適否を調査し、適宜に担当者の説明を求め

る方法で実施いたしました。２、審査の結果は、（１）全般で審査に付されました一般会計

及び各特別会計の歳入歳出決算、事項別明細書は、明細書及び実質収支に関する調書はい

ずれも法令に基づき作成されており、内容について関係帳簿と照合の結果、決算の係数は

正確であり予算の執行はおおむね適切と認めます。また鹿追町会計管理者が保管する財産

に関する証券及び諸帳簿残高は正確であることを認めました。以下、審査の結果について

はお目通しいただいていることと思いますので、１８ページの総括を読ませていただき報

告とさせていただきます。（６）総括、平成２９年度決算における一般会計財政状況は、前

年度決算と比較して歳入歳出ともに減となりました。大きな要因は農林費の美蔓地区国営

かんがい排水事業終了と災害復旧費等の普通建設事業に伴う各負担金補助及び交付金等の

減であります。一般財政の財政構成においては、自主財源は３７．４％であり、地方交付

税等の依存財源が６２．６％と、依然として国・道に頼る状況にあります。今後も政府の

財源健全化促進により、標的とされる地方交付税等は削減されることが予想され、本町の

財政構造の硬直化が進む恐れがあると考えます。現在の各種財政指標は、経常収支比率・

公債費比率・起債制限比率・財政力指数の全てが増加しているが、指標から見ると財政力

に問題はありません。今後少子高齢化の進行により、社会保障関係等の経費増加が行財政

に大きな影響を及ぼすと予想されます。町民が安心、安全な地域社会生活を送れるよう、

変化に対応する自治体の能力が問われる時代であります。基幹産業の農業をはじめとし、

林業・商工業・観光の振興を図り、教育の充実、福祉・医療・介護の包括ケアシステム等、

総合的かつ効率的・効果的な行財政運営に期待するものである。以上で一般会計及び各特

別会計の報告を終わらせていただきまして、次に国民健康保険病院事業会計に移らせてい

ただきます。 

鹿追町国民健康保険病院事業会計決算審査意見書でありますが、一部不合理な文書が複

数ありましたので全部差し替えさせていただきましたことに対して大変申し訳なく思いま

す。心よりお詫び申し上げます。平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計決算審査

意見書について、地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付されました平成

２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計決算は、審査の結果、次のとおりであったので、

意見を付して報告する。１、審査の対象会計、平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業
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会計、２、審査の期間、平成３０年７月２日から７月３１日までに行いました。３、審査

の方法、（１）審査にあたっては、決算報告書のほか、決算付属書（以下決算諸表という）

について計算の正確性、予算執行の適否、また関係法令に準拠して作成され、企業として

の経営成績、財政状態が適正、正確に表示されているかについて審査いたしました。また、

病院の経営内容を包括するため計数の分析を行なって、経済性の発揮及び公共性の確保を

主眼に考察いたしました。（２）現金及び預金等については、現金及び預金については別に

地方自治法第２３５条の２第１項、地方公営企業法第３１条に定めるところにより例月出

納検査を実施しているので、審査の範囲外といたしました。なお、現金は全て鹿追町会計

管理者の掌握下に置かれており、正確であることを認めました。（３）棚卸資産等について、

薬品については棚卸表、仕入価格表を対照し、減価償却費についてはそれぞれ諸表につき

調査し適正であることを認めました。審査意見、決算諸表について、本決算報告書及び関

係諸帳簿は法令に基づいて作成され、その係数は関係書類と照合した結果、正確でありま

した。また審査の結果、公営企業の会計原則に従い経営成績及び財政状況が適正に表示さ

れているものと認めました。以下は省略させていただきまして、１６ページの総括のみ読

ませていただきまして報告とさせていただきたいと思います。５、総括、公設病院は、住

民が気軽に安心して医療が受けられる地域の病院としての存在感が必要ではあるが、経済

性を無視しての病院経営はその公共性はもちろん存続自体をも左右しかねないものと判断

されます。本年度決算の収益合計では、前年度比５，７０２万９，５３１円減収であり、

本来事業の医業収益でも前年度比４０１万５，６８０円減収となりました。これは入院患

者数が前年度比９９８人（６．９２％）減少したのが要因であるが、病床稼働率で見ると

７３．５３％であり、総務省の直接指導対象外病院としては維持しております。国は団塊

の世代が７５歳以上となる２０２５年に向け、「医療介護総合確保推進法」で地域医療構想

を策定し、十勝でも調整会議が開かれました。これは病床の削減や回復期病床への転換を

進め、高齢者の増加で医療費負担増を見越し費用削減を図る考えであり、今後も入院患者

増が期待できない状況にあります。患者の増減はその年の環境変化により左右されがちで

ありますが、近隣町民をも巻き込んだ幅広い視点から見直し、研究し、経営意識の高揚を

図っていただきたい。また、本年度は雑損失で処理された所得税滞納延滞税２８８，８０

０円は誤びゅうと考えられるが、病院経営に損害を与えたのは事実であります。職員の権

限と責任を自覚し業務執行に当たることを切に切望するものであります。以上で平成２９

年度国民健康保険病院事業会計の報告を終わらせていただきまして、次に平成２９年度鹿
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追町財政健全化及び経営健全化審査意見書に移らせていただきます。 

平成２９年度鹿追町財政健全化及び経営健全化審査意見書について、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき、平成３０年８

月１日審査に付されました平成２９年度鹿追町財政健全化及び経営健全化について審査い

たしました結果、次のとおり報告いたします。審査の概要、１、審査の対象、（１）財政健

全化判断比率では、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率で

あります。（２）資金不足比率では、国民健康保険病院事業会計、簡易水道特別会計、下水

道特別会計であります。審査の期間は、平成３０年８月１日から平成３０年８月３０日ま

でに行いました。審査の方法は、この財政健全化審査及び経営健全化審査について町長さ

まから提出されました財政健全化比率及び経営健全化比率、算定の基礎となる書類が適正

に作成されているかどうかを主眼として実施いたしました。審査の結果、審査に付されま

した財政健全化比率及び経営健全化比率並びに根拠となる資料はいずれも適正に作成され

ていると認められる。以上、総括を述べさせていただきまして報告とさせていただきます。

総括、健全化判断比率では、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率においては、

黒字決算のため表示はありません。実質公債費比率では、前年度比０．６％の増加であり、

本年度多少ながらも増加いたしましたが、健全化判断基準から見ると問題はないが、健全

な財政を期待するものであります。経営健全化（資金不足）比率では、各会計とも黒字決

算であり、資金不足が無いため表示はありません。一般会計、特別会計とも基準値を下回

り、良好な財政であります。以上で結果報告を終わらせていただきます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 以上で監査委員の報告を終わります。これから監査報告に対する質疑を行います。質疑

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。これで監査委員に対する質疑を終わります。 

これより各会計の決算審査を行います。 

 お諮りします。決算審査の方法は、各会計の認定についてそれぞれ質疑を行い、全会計

の質疑終了後、総括質疑を行います。次に各会計の認定ごとに討論を行い、討論終了後採

決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。  

     認定第１号 平成２９年度鹿追町一般会計歳入歳出決算認定に対する質疑 

           歳出 １款 議会費全般 ３９ページから 

              ２款 総務費全般 ５４ページまで  

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより、認定第１号、平成２９年度一般会計歳入歳出決算認定に対する質疑を行いま

す。最初に歳出から行います。１款、議会費と２款、総務費、３９ページから５４ページ

までとします。質疑ありませんか。８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 ４７ページの車両管理費に関して質問いたします。ある町でですね公用車を運転中です

ね、運転中というか公用車の車検がね切れたまま乗っていたということをニュースで知っ

たわけですけれども、本町の車両管理の実態ですね。どういうふうにやっているのか。車

両の車検が切れたのがきちんと分かるようにですねどっかで管理していると思うんですけ

れどもそういうことをどういうふうにやっているのか。それと記録簿であるとかある程度

の台数があるところには車両管理者とか安全管理者とかそういうものが義務付けられてい

るんですけれどもそういうのは誰がなっているのかという点をお聞きします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井総務課長。 

○総務課長（喜井知己） 

 はい、お答えをいたします。総務費の車両管理費で管理している車両はですね、町関連

で車両と名の付くものは１７０数台ございますけれども、私の所管する総務費で管理して

いるのが一般的な乗用、それから小型トラック等々ですね。台数にするとその内おおむね

５０台から５５台ぐらいの間をこの総務費のほうで経費等を負担をしております。まず車

検の関係ですけれども当然この車がいつ車検切れるというのはきちっと台帳等整備してい

ればはっきり分かることになっておりますので当然予算措置も含めてですね今月はどの車

が車検が切れるというのはきちっと押さえておりまして、総務課のほうでも担当課のほう

にいついつ車検切れるからというお話もさせていただいてますし、担当課のほうでもその

へんはおおむね承知をしているというふうに理解をしております。いずれにしても予算が

私どもの課から出るということもありますのでそのへんはきっちりと対応をしております
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ので、他町であった車検切れ等の問題が万が一にもないように十分気を付けて取り扱いを

してまいりたいというふうに思います。それから２点目の安全運転管理者の関係ですけれ

ども町としての車両台数等々の関連から全体的な安全運転管理者については私が安全運転

管理者となって、あと３名だったかな。全体で４名の体制で毎年当然、安全運転管理者の

講習等受けて更新をしないとならないということでそういう体制で安全運転管理体制を行

なっているところでございます。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 はい、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 いろいろ分かりましたがその中で例えば町の外郭、外というか、例えば教育委員会に出

しているだとか。それからバイオガスプラントみたいな施設の専用のほうにもありますよ

ね。そういうのも一括総務課で管理しているとチェックしているということでいいんです

ね。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井総務課長。 

○総務課長（喜井知己） 

 はい、お答えをいたします。総体の管理ということですけれども、全ての車両の車検等

うちで管理しているわけではございません。いつ切れるというのは当然分かりますけれど

も、今おっしゃる特殊な車両についてはそれぞれ所管課がございまして予算も所管課に措

置をされてますのでそのへんは担当課のほうで適切に行なっているということでございま

す。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫）  

 よろしいですか。櫻庭建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻庭力） 

 今の質問ですけれども建設課、相当車両数を持っています。それで各作業車に関しまし

ては毎日車両日報というのが出てきまして適切に管理しております。それでグレーダーだ

とかそういった部分に関しても今日はどこからどこ工事をしたよとか作業をしたよとかい

うそういう細かいことも全部把握してますしかなりありますが公用車についても日報等整

理してそのへんの車検切れだけは、そういうの今ありますのでそのへん十分気を付けてく

ださいということで話はしているところでございます。以上でございます。  
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○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありませんか。４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 はい、４点ほど質問いたします。まず４３ページになります。企画振興費の中、決算資

料の中では５５ページになりますけれど高齢者等社会参加促進事業、これについてですね

タクシー券の助成ということで行なっているわけですけれども町民にとっては非常にあり

がたい助成制度かなというふうに私どもも聞いております。また２９年度で免許返納者３

０名と記録ございますけれども、このへんの実態、それからタクシー助成券が現在どのく

らいまで発行されているのかということの報告をお願いしたい。次、同じ振興費でござい

ますけれども再エネ導入、それから活用事業ということで資料５５ページ、その下にあり

ます。昨今、災害が多くてですねついこの間の大停電がですねいろんなところに波及され

ているわけですけれども、この事業、太陽光で発電所という形で自営線を張って町で対応

しようと先取りした事業、鹿追町は行おうとしているんですけれども、ここのところ２９

年度は基礎的調査と設計ということでございましたけれども事業として進んできていると

いうところでこのへんのところの実態もお聞かせいただきたい。それからですね続きまし

てページ数で４７ページ、ライディングパーク費でございます。これ皆さんもご存知、職

員が減ることによって平日の観光客に対応ができないということがそのまんま実施をされ

てきてかなりの観光客、特に乗馬関係ですけれども入り込みが極端に減っている。これは

やむを得ないということで行政側も見ているのかどうか。資料の６７ページにですね年間

入場者利用の数字が出て、歴然とした数字がでているわけですけれどもここのところの考

え方をお示しいただきたい。それからもう１点、ページ数、資料のページ数でいきますと

４９ページですけれども、地方創生の交付金で瓜幕のバイオガスプラントに野菜栽培のハ

ウスができて大型ハウス、余剰熱を利用しての試験ハウスということで本格的に今年から

進んでいるわけですけれども、特に期待されるものがいくつかあろうかと思いますけれど

もそこらへんの状況と将来性についてお示しをいただきたい。４点について。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 渡辺企画財政課長。 

○企画財政課課長（渡辺雅人） 

 はい。お答えしたいと思います。まず１点目のですね高齢者タクシーの関係でございま

す。この高齢者タクシーの助成制度につきましては平成２７年度からスタートいたしまし
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て今年度、平成２９年度３年目となりますが、３年目の申請者数は３１４名ということで

年々増加しているところでございます。また３年目の平成２９年度からは議員からお話が

ありましたとおり免許返納者に対しまして３年間の割増交付を行なっているところでござ

います。平成２９年度の実績といたしましては返納者の申請者は３０件ございました。こ

の３０件のうち平成２９年度に返納した方は１９件ございました。その前、平成２７年、

２８年に返納した方は合わせて１１件ということで、この制度をはじめてから返納される

方ですね増えている状況ではないかと。この制度がきっかけとなって返納される方も増え

てきている状況でないかというふうに考えているところでございます。２点目の再エネ関

係でございます。再生可能エネルギーの事業につきましてはご承知のとおり環境省の補助

をいただきながら平成２９年度から４年間の事業で実施をしているところでございまして、

平成２９年度につきましては調査事業と概略設計ということで行なったところでございま

す。２９年度概略設計の内容については対象の公共施設の設備の調査また対象の公共施設

の電気や熱量の調査、太陽光パネルの設置場所の調査等、それとですね事業実施に当たっ

ての課題の整理というものを行なったところでございます。今後につきましては今年度、

今、設計業務をやっているところでございまして、来年３０年、３１年というところで工

事を行い、３２年度に完成を目指しているところでございますので４年間環境省の補助を

いただきながら順次進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上

でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石瓜幕支所長。 

○瓜幕支所長（城石賢一） 

 ライディングパークの体験乗馬の関係でご質問がありましたのでお答えさせていただき

ます。平成２９年度より観光客に、主に観光客に対する体験乗馬、土日をという形で実施

をさせていただいております。ただですねやはり繁忙期であるお子さんが休みである夏休

み、冬休みにつきましては平日でもですね順次体験、トレッキング、馬の散歩という形で

常時対応できる形で実施をさせていただいております。またその他の平日であってもです

ね、事前にですね予約をいただけましたらその予約でですね平日でも対応させていただい

ているところであります。確かにですね土日のという形でですね入場者数は減っているん

ですけれども逆に予約が多い乗馬レッスンですとかトレッキングというのはですね、増え

ているですとか、ある程度維持をさせていただいているところでございます。平日来られ
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たお客さまに対しましてですねそういうことでできないということもあるんですけれども、

予約をいただければですね、順次対応していきたいと思いますので町のホームページそう

いったものでですね周知をしながらですねご利用していただくように今後もがんばってい

きたいと思います。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 瓜幕のバイオガスの野菜ハウスの関係でございます。３月に完成いたしましてその後、

世界に初と言われております水溶液、有機的な肥料を使った水溶液を使った水耕栽培とい

うことで今進めているところでございます。中身につきましてはコマツナ、それからミズ

ナ、チンゲンサイ、それとトマトということで今進めているところでございます。今後な

んですがトマトを少し増やしていきたいということとあとコマツナ等々につきましては給

食等々でも食べていただいているところでございますので、これから冬に向けてどれだけ

温度の関係だとかいろんな検証もございます。そういうことも含めて進めていきたいとい

うふうに考えているところでございます。以上です。  

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農振課長、質疑と答弁がちょっと合っていないんですけれども、将来展望について

どうだという質問をしているんですけど。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 将来的については今トマトをメインにやっていったらどうだというふうには考えてはい

るところなんですが、今後の冬の状況だとかいろんなところを含めましてですね、冬に付

加価値を付けて出すという目的もございますのでそれに向けて売れる商品、それから高い

商品というんですか。そういうものを考えていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 まずちょっと順番に再質問させていただきます。タクシー助成券、これ最初私申し上げ

たとおり非常に町民にとってはありがたい。最終的に今説明いただいた３０名というのは

積み上げてきて３０名ということで理解してよろしいですね。返納者で。大変遠くにいる
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方、市街でもちょっと離れているとなかなかすぐにこう自分の足で動けない方にとっては

非常にありがたい。他の町のリードをとって進めているということもありますけれどもぜ

ひ今後もですね十分検討しながら継続していっていただきたいと。それから再エネ導入活

用事業でございますけれども、これ先ほどお話しましたけれどもいろんな災害が昨今ちょ

っとあります。ここで今後の話まではなかなかちょっと決算委員会なのでしづらいかと思

いますけれども太陽光、先ほどお話しました先取りして鹿追は自営線を張ってですね公共

施設に対応したいということでこれぜひ今後将来この事業がしっかり完成した後ですね他

のほうにもうまく利用できるような方法をぜひ作っていただきたいというふうに考えます。

電力のことに関して多少、町のほうからどこかの段階でこの停電の報告をいただきたいと

いうふうに思っていますけれども、今日はそういう日でないというふうになるのかどうか。

ちょっと非常に話しづらいところでございますけれども、どうぞどこかでその説明をいた

だきたいというふうに思います。それから支所のライディングパークの関係ですけれども、

これ私スタート時点でお話しましたとおり職員が減ったままで当然観光客が入ってきて乗

馬をしたくてもそれのできる対応をとっていないという現状が数字に出てきているわけで

すけれども、ここのところはひとつ町長がですねどういうお考えなのかお聞きしたいとい

うふうに思います。それからハウスの関係ではですねこれは今、農業振興課に移行してし

っかりと地域創生の事業にのっとって進めているわけですけれども、次年度に向けて何を

どうしていくのかということをしっかりと出していってほしい。ここの答弁はよろしいで

す。町長のご答弁、お願いします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 ３番目のライディングパークの乗馬の関係でありますけれども職員が減った結果、観光

客のあれが減ったというのとね乗馬のあり方として今後ですねこれまでかなりの期間、観

光客等々の動員も考えながら積極的にやってきたわけでありますけれども、ご案内のよう

に限度というか、公営というか、そういう形でやる乗馬の事業についてはね私は限界が来

ているというふうに考えておりまして、そういう意味では当初のですね目的としていた情

操教育、そうした面をですね重視をしてやっていくということでの対応でありまして、職

員のほうからですねそういう状況の中で土日は必ずしも実施をすることはですね今後必要

かどうかというようないろんなご意見もいただいて、その結果ですね職員は減った状況で
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ありますけれども私としては現在の状況でせいいっぱい努力をしてそれに相応した体制を

維持していくというふうに考えておりまして、馬の頭数もかつては２０頭まではたどりつ

いておりませんけれども、結構な頭数がいたわけでありますが今現在は１０頭超えている

くらいかな。９頭、今９頭なんですね。そういうことでありまして馬の数から見ても今の

体制で私は情操教育を中心にしたものでいいのではないかというふうに考えております。

予約等々でどうしても土日に乗りたいという方についてはそれは対応するということにな

っておりますからそう問題はないのかなというふうに思っております。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。今回の停電についての報告を求めて、台蔵委員は求めてらっしゃるん

でしょうか。どこかの段階で報告をいただきたいということだったんですけれども。 

○４番（台蔵征一） 

 決算委員会なので将来どうしますかというところまであんまり詰めてもいけないのかな

というふうには自覚はしておりますけれども、今、ライディングパークの関係ですけれど

も、私は今の町長の考え方でそれは町長の考え方として結構だと思うんですよ。ただあと

でまたお話したいと思っていたんですけれども、総体の観光客が激減している中でですね

やはりいろんな形で手は打ってきておりますけれどもぜひここのライディングパークも含

めてですね次の手をきちんと打たないとですねやはり減ったままでなかなか戻すのも大変

というふうに思いますのでそこのところ答弁あればいただきたい。私はこれでここの件は

終わります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 観光客がね激減してきているという。これは鹿追の魅力だとか、そういうものに欠ける

だとかそういう要因ではない。やはり災害だとかそういう面での風評被害、あるいは今回

の全道的な停電、ブラックアウト。そういうようなこともですね要因になって減っており

ますし、それからやはりもう１つのホテルがねやはり休んでいるという状況の中で正直言

って的確な手を打つのに時間がかかっているというのが本音であります。今朝もこういう

質問いただくからということでないんですけれども、町内にはですねいろんな施設がたく

さんあります。これはご案内のとおりでありますけれどもこれに対する学習だとかあるい

は魅力と、これは私は正直言って他町村に負けないだけのものがあるというふうに考えて
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おりまして、ずっとですね修学旅行の研修の場所ということでの学校等への働きかけです

ね。こういうことも考えてきたわけでありますけれども、残念ながら受け皿としてのホテ

ルが手狭であるという状況を考えますと今、打てないできているのが実態であります。８

０数万までなってきたものをですね、今、減っているわけでありますけれども、今朝の課

長会議でも私はねこのホテルがいつ再開になるのか。受け皿が充実するのか。明確ではな

い状況の中で私はそれを待っていたんではですねだめだということで今、修学旅行生の積

極的な受け入れ、研修の場所としてのあり方等々についてもですね、企画をするようにと

いうね指示をしたところであります。従って決して減ったままでね放って置くという考え

もありませんけれども、各分野で努力はしていきたいと。先ほど申し上げたようにライデ

ィングパークをですねそのことのための形としてねまた人を増やしたり馬を増やしたりと

いう考えは今現在は持っていないということは先ほど申し上げたとおりであります。以上

であります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。今回の胆振東部地震における本町の停電における被害については、ま

とまった段階で行政側から報告をいただくということにさせていただきます。他、ありま

せんか。９番、吉田委員。 

○９番（吉田稔） 

 まず１点は４１ページの文書広報費だな。これについてですねまずお伺いしたいのはで

すねまちづくりに参画したいと希望する町民が多々いるわけですけれどもそういった流れ

の中でですねどういった仕組みがあってどのような形でですね参画できる枠組みになって

いくのかね。ここらあたりのプロセスをきちっと町民に理解してもらっていろんな枠組み

に参画してもらおうということが寛容かなというふうに思うんですけれどもまずその点

等々についてお伺いをしておきたいと思います。それと２点目はですね企画振興費の部分

でですね台東区の昨年３月ですか、こういう枠組みで今年の３月にですね枠組みで環境と

産業ということで協定を結んだわけですけれども向こうの枠組みでの参加といいますかい

ろんなふるさとショップ等々含めてですね、また民間のお計らいによって過去２年間です

ね、白蛇姫舞があそこの雷門中心でですね舞を踊らさせていただくという状況値ができあ

がってですね、民間もしくは行政の部分でですね一定の枠組みで進行しているなというふ

うに思うわけですけれども、こちらからのね仕掛け仕組みでですね何か特異的な部分で今

後ですよ、行なっていく事業等々を考えておられるのかどうか。まずその点についてお伺
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いをしておきたいと思います。それと併せてですね防犯の関係なんですけれども管理社会、

監視社会でもってですね町民の安心安全を図るために防犯カメラ等々の設置が枚挙にいと

まがないわけですけれども、隣町ではですね今年を含めて１０基それあたりを入れると。

今後についても考えていくというようなコメントが載っていたわけですけれども、わが町

のですねそういった防犯体制、どのようになっているのかね。それと併せて監視社会を作

っていくということがいいのか悪いのかということを含めて、なるべくだったら自由に生

きれるような枠組みでありたいなと思うわけですけれども、今の世の中やはりいろんな意

味でですねそういった枠組みで多様化している状況値の流れの中でですねもう一方につい

てはその防犯と監視カメラというものに重きを置かなきゃならない時代背景もあるわけで

すけれどもここらあたりの考え方についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。

これ別のところでやりますけれども、まず３点お伺いをしておきます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 渡辺企画財政課長。 

○企画財政課長（渡辺雅人） 

 はい。お答えをいたします。最初のですねまちづくりの参画についてでございますが、

本町これまでですねやまびこメールですとか主要懸案事項説明会等で住民皆さまの意見を

聞くような取り組みはかねてから進めているところでございます。また各種委員会などで

ですね公募委員も一部行なってはおりますけれどもまだまださほど多い状況でございませ

んのでこういった部分についてもさらに検討していきたいというふうに考えているところ

でございます。あと台東区の関係でございますが今おっしゃられたとおり環境と産業の連

携ということで今、台東区とさまざま進めているところでございます。今後につきまして

は今ですね北海道町村会と東京の区長会の間で連携事業が進められておりまして、台東区

と墨田区と十勝地域が連携をしてですね人の流れを作りたいというような事業も今進めら

れているところでございます。将来的には十勝への体験プログラム、体験交流ツアー等も

ですね検討されているところでございますので、そういった事業にも参画をしていきたい

というところと、あと台東区との個別のつながりもございますので交流ショップ活用しな

がらこちらに来るような仕組みというのも、仕組みといいましょうかＰＲ、こちらの体験

や観光のＰＲ等もしていきたいというふうに考えているところでございます。以上でござ

います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 菊池町民課長。 

○町民課長（菊池光浩） 

 私のほうからは防犯カメラの設置についてお答えをさせていただきたいと思います。当

町におきましては隣町等含めて先鞭を切ってですね防犯カメラを主要交差点あるいは道の

駅等々設置をしてきて、現在６台設置をされております。その中でも犯罪の抑止が主な目

的でありますけれども実際には警察からの情報提供依頼を受けまして実際に数件、情報提

供をしているところであります。犯罪の抑止ということが大きくありますけれどもこれを

前面に出すということもまた委員おっしゃるようにプライバシー等々もありますので重々

慎重にですね考えながら設置は考えていきたいと思います。以上であります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ９番、吉田委員。 

○９番（吉田稔） 

 まちづくり参画についてなんですけれども、やまびこメール等々も含めてですねここに

は２５件ですか。やまびこメールがあったということで私はこの内容等々がねどのように

整理されてどのような枠組みで回答、返事等々が成されているのかということと併せてで

すね、公募の部分で事業もしくは委員会等々含めてですね事業における参画等々もありう

るかなと。また重要案件の町長が主体としている町政等々の報告等々も含めながらですね

そのへんが重要視されてくるだろうというふうに思うんですけれども、私はそのやまびこ

メールについてねどのような仕分けがされていて本当に建設的な具体的な内容のものがね

２５件中何件あったのかということに私は問いたいなと思うんですけれども、まずこの点

をどのような仕分けが可能であり、どのような裁量をもっての考え方があるのか。まず１

点をお伺いしておきたい。それと台東区との交流等々含めながらですね私は鹿追は鹿追的

な部分で重要な課題があるわけですね。そこらあたりが台東区とどうするというわけじゃ

ないにしてもねいろんな枠組みでご相談させてもらえるような状況値を作り上げていくと

いうことが大事かなというふうに思うわけですけれども、そこらあたり今後の流れの中で

北海道におけるね町村会との交流等々も大事ですよ。大事ですけれどもわが町単独で何か

そういった課題的な解決等々も含めながらですね、向こうと意見交換をするだとか行政同

士で意見交換をするだとかということも流れ的なものについてやはり私は必要性があるな

と。これこの間民間の人が見えられましてですね、そして私どもと食事をしたわけですけ

れどもその中でもですねやっぱり行政交流、民間交流が大事ですよという区分もその方も
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言っておられましたんでね、ここらあたりも含めてですね今後の鹿追としてそういった課

題的なもの等々も含めながら意見交換ができるような枠組み、一応外交ですからね。ここ

では全部申し上げませんけれどもそういった枠組みで検討していただくことをどうお考え

になっているか。それと今防犯カメラ、これ６台があるということで６台が多いか少ない

か別としてもね抑止の部分につながっていくということが現実あるわけですね。うまく監

視するという状況値と併せて抑止をしていくということで一定区分やはり事件が事案が起

きてからではね遅いわけですよ。それでやはり通報システム等々も含めながらですね防犯

上の町民の安心安全を図っていくということが大事かなと思うんだけれども、今、教育委

員会等々では何ていうんだ。自分の居場所、ＧＰＳなんかの等々の持ち込み、学校に対し

ての持ち込みだとか個人が持って歩くことについてはどんな見解を示しているんですか。

まずその点について、まず３点についてお伺い。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

ここで暫時休憩といたします。再開は１０時４５分とします。 

休憩 １０時２８分 

再開 １０時４５分 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 １番最初のですねやまびこメールに関係、やまびこメールね。質問した記憶ありません

か。この関係についてはね基本的には私が全部開封をするということになっておりまして、

年間そうですね、何通くらい、３０ぐらい来てるのかな。そのくらい来ております。封書

で来るものとそれからネットで来るもの、両方ありますけれども、基本的には建設的な素

晴らしい意見というかが来ておりまして、すぐお答えできるものについては具体的にお答

えをして実行していくということでしておりますけれども、この中にはですね匿名で来る

ものもあるんですね。これについては正直申し上げて基本的には回答しないということに

なっております。ただですね匿名であっても非常に町にとってはねご紹介することによっ

てプラスになるという判断がされるものについては、これは名前を伏せたまま意見として

出して、これについては町としてはこのように考えていますという回答をさせていただい

ております。相手が分からないものですから直接答えるわけにもいかないんでね、広報で
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ご紹介させていただくということでやっておりますけれども、大半はですね非常に具体的

にこの場所がこういうことじゃないかということで改善できるものであればそれはお答え

をしていくということでありますから、非常にいいというふうに思っておりますし各課に

対して直ちにこれについての具体的にどういうふうに答えるのかということについては担

当課のほうに回しているという状況でございます。それから台東区の関係もちょっとお話

しますけれども、これお話のとおり私は民間でね交流をどんどん深めていくことが非常に

必要だというふうに思っております。ただまだ両方の関係がね必ずしも熟していない状況

の中で町としても必要な支援をしながらやっていくということは必要かなというふうに思

っておりますけれども、徐々にね今回の浅草からのおみやげというか商品を持って町内の

方が販売をしていると、そこに浅草の方がおいでになって協力をしてくれていると。こう

いう姿というのはね非常にいいことだなと。本来あるべき姿になってきているということ

でありますから、これをねもっともっと高めていく必要があるというふうに考えておりま

すけれども、どこまでこういうことについてね町が公共というか税をもって対応すべきな

のかについてはやはり十分考えながら行わなければならないというふうに考えております。

従ってそういう両方にですね民間の組織のようなものができて交流を深めていくという形

がねできればいいというふうに考えておりますから、そういう意味ではそういう指導をで

すね行政がつかさどっていくということであろうということで思っております。それから

防犯カメラ、どこの町か分かりませんけれども１０基を入れるということでありますけれ

ども、これはいつか何かでご質問いただいたときもお話をしておりますけれども監視され

ている社会というのはね基本的には私は好きではありません。ですから防犯カメラがいっ

ぱいあるからってねその町がいいかというとそうでは必ずしもないということであります

から、本町がいち早く防犯カメラを入れて抑止をしてきたということの効果は私は十分に

あるというふうに思っておりますから。今後場所というかね。どうしてもここには必要だ

よと、監視ができないところはですねどうしようもないというところについては、増やし

ていくという必要もあろうかというふうに思っていますから、今回ご案内のように美蔓貯

水池のああいう無人のところですね、そこにいろいろなものがある。それらの監視につい

てはカメラを設置してもらうということでありますから。総体的に今、増やしていくとい

う考えはございません。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 草野学校課長。 
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○学校教育課長（草野礼行） 

 子どもの防犯対策でございます。小学校の児童、中学校の生徒についてはですね防犯ベ

ルだとか携帯、スマホは持ち込みはしていません。ただ児童、新１年生の入学時には防犯

ブザーというのを毎年、防犯協会のほうから配られていましてランドセルに付ける黄色い

やつなんですけれども、それを学校に持っていってもらって防犯対策を実施しています。

またその他ではパトロール隊による見回りですとか防犯教室等も実施していまして、学校

の正面には防犯カメラも設置をしていますし集中施錠システムっていうのを各学校に付い

ていまして誰かが勝手に入らないような仕組みにもなってございます。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ９番、吉田委員。 

○９番（吉田稔） 

 やまびこメール等々についてはですねそれ以外のね参加システムといいますかね。公募

によることも結構だと思うんだけれども、まちづくりは一長一短でその事業が終わったら

うんぬんじゃなくしてね恒久的につながっていこうという人もいるわけですね。そういっ

た流れの中で今後あり方等々についてですね研究をされてですね町民が１人でも多く、こ

れ議会にも課せられた問題なんですよね。今、なり手不足等々が叫ばれておりますけれど

もそういった流れの中で議会も行政も参画していただけるような枠組みをどうやって作っ

ていくかということが大事な時にこう差し掛かっているなというふうに認識はしておりま

すけれどもね、そういった部分で行政が主体の部分でいけばですね当然的にそういったプ

ロセスを経て仕掛け仕組みをどうやって構築していって一般的なまちづくりに、これ言っ

てみれば恒久的になかなか参加してくれる人はいないんですよということにもつながって

いくんだろうと思うんだけれども、やっぱり私どもでいけばね第３者審議会があってそし

て議員になられた方もおられますしねそういった枠組みでまちづくり等々も含めてですね

いろいろ課題があるわけですからその課題課題のセレクトによって意見を聞くということ

も大事かなと思うんですけれども、やまびこメール等々については町長が具体的なご意見

が多いと。匿名についてはですねこれよっぽどじゃない限りは取り上げはしないけれども

やっぱり匿名のそういった内容で来ることをですねこれ何ていうのかな。食い止めるとい

うことにもならないというふうに私は思うんだけれどもそこらあたりの部分で今後ですね

もう等しく研究してみる必要性があるんでないかなと。そういった組織体を作り上げてい

って一定区分そういったご意見を承ると。また提言提案を承るということも必要性がある
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なというふうに思いますのでねそこらあたりも研究をしていただきたいなと。それと台東

区との今後なんですけれども民間の部分で今、いろんな交流が図られておりますけれども

ね、やはり私はこの今、海老金さん跡地をですねそういった交流館、カナダ交流館もしく

は台東区またはジオパークという流れの中でですね、これ区会議員の人からも提言をいた

だいているんですけれども、服部区長さんに来町していただくということの仕掛け仕組み

ができないかなというふうに思っている人の１人なんですけれども、そこらあたりを集大

成としながらねですね究極的に積み上げていって、相手のあることですからね。そのこと

が可能か不可能か分かりませんけれども、いずれにしてもそういう状況値を作り上げてい

くんだという部分でこれ町長の回答、返事をいただきたいなというふうに思います。それ

と今、管理社会、監視社会と言われているわけですけれども一定区分そういった部分と併

せてですね交通事故等々もやっぱりやゆされている時代になってきましたのでドライブレ

コーダー等々も含めてですねそこらあたりのこれ防犯というよりも交通事故もしくはまた

それら周辺等々を映すことが可能なことに聞いておりますんでねそこらあたりを含めなが

らドライブレコーダーの啓蒙をしていただくということになっていけばいいのかなという

ふうに思うわけですけれども、ここらあたりも答弁いただきます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 １番最初の町民参加なんですけれども、これは本町のですね総合計画だとかそういうも

のの策定だとか、そういう場合にはできるだけ公募をして参加をしてもらったりしており

ます。また町民参加をしていただいての行政というのは極めて重要ということでありまし

て各所にですねいろんな形で参加をしていただくということは大いに歓迎をすべきことだ

というふうに思っておりますけれども、ただ私はね町民参加というのは行政がその場所を

作って呼び掛けて参加をしてもらうのも参加だけれども、社会参加ということは横にはあ

るわけですね。大いにボランティアだとかねそういうことでのまちづくりに貢献をしてい

ただくということがですね私は最も必要ではないのかなというふうに考えておりまして、

行政にものを言って行政にやらせるというお考えではなくて自らがですねまちづくりに自

分たちの汗してですねやる参加が最もふさわしいものではないのかなと。従ってそういう

意味での団体というか人づくりというかこれが必要だというふうに思っています。それか

ら委員会のようなものを作ってというね、これ私もかつて常設の諮問委員会のようなもの
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を作ってですねというふうにも考えてまいりましたけれども、正直言って作らなかったの

はですね、私は議会の議員の皆さん方はまさに町民を相手にしたそうした代表だというふ

うに思っていますから諮問委員会を作って諮問委員会に例えばですよと問いかければ、そ

こで出たご意見というのはやはり尊重していかなければならない。そしてそういうところ

にはですね議員の皆さん方は基本的に参加をしないというような形があります。例えば団

体の会議だとか、団体の中での代表としてのものの言える形は無いわけですね。ですから

そういうこともね総合的に考えてこういうものをもし必要であれば静聴していく必要があ

るなというふうに考えておりますから。今後十分検討させていただきたい。それから服部

区長さんを呼ぶというのね。や、これは来ていただければ大変いいと思います。それで私

もさてどういうチャンスがあるのかなと。これ１１月の末ぐらいにね交流館できますから、

その完成式にでもお招きをするということはあるいはできるのかなというふうに考えてお

りますけれども、鹿追の町長が動くのと服部区長が動くのではねやはり天と地の差があり

ますから、私は呼ばれればいつでもはいはいと行きますけれども、向こうは果たしてはい

はいと来ていただけるかどうか。これは今後ご相談をさせていただきたいとこのように思

っております。ドライブレコーダーについてのことは、はい。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菊池町民課長。 

○町民課長（菊池光浩） 

 ドライブレコーダーの関係についてお答えをしたいと思います。その前に防犯カメラの

関係につきましてもですね補足をさせていただきたいと思いますが、町では先ほど町長答

弁されたように今のところ施設等々のカメラについて考えているが犯罪抑止等については

ですね検討の余地があるということで答弁させていただいたと思いますが、民間企業の防

犯カメラの設置がかなり進んでいるやに聞いております。高額な費用をかけて設置をして

くれております。その民間の企業で付けていただいた防犯カメラと併せて町が付けていま

す主要交差点でのカメラこれらを擦り合わせてですね犯罪の抑止と併せてですね犯人検挙

と言いましょうか。そんなことに進めているところであります。併せて私たちが進めてい

る防犯の事業でありますがソーラー、住宅のですね付近に不審者が来たら太陽光で充電を

したソーラーで照明がつく。あるいは持ち家であればですね犬走り、庭石のところに砂利

をですね音の出る砂利を敷いてもらう。あるいは扉もですね二重だとか、そんなようなこ

とを対策としてあるのでそんなことをしていただきたいというような話をしているところ
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であります。最後になりますけれどもドライブレコーダー、かなり有効な手段だと思って

おります。実際、正直なところどれぐらい設備されているのかということは調査したこと

がございません。しかし最近は安価で購入できるようになってきておりますので何かの機

会を捉えてですねこういったこともありますということは勧めていきたいと思います。以

上であります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいでしょうか。他、質疑ありませんか。１番、山口委員。 

○１番（山口優子） 

 決算書の４１ページ、文書広報費、資料の３５ページから質問をさせていただきます。

先ほどの町民参加のお話とちょっと関連もあるんですけれども主要懸案事項地区説明会に

ついてお伺いします。平成２９年度においては１６８人の参加ということでしたけれども

こちらの男性女性の比率、また農村部、中心市街地での違いというか傾向など分かれば教

えていただきたいのと、この主要懸案事項地区説明会の評価ですけれども鹿追町総合計画

の事業評価総括表によりますとこの出席者数の評価は自己評価で「Ｂ」というふうになっ

てます。目標とする参加人数などあれば教えていただきたいというのが１点目です。２点

目、情報発信と広聴についてなんですけれども、広報ですね。広報紙やホームページや防

災無線など広く関係してくるんですけれどもこの広報するという事業について、これも自

己評価で「Ｃ」というふうになっています。広報の目標に対する効果がどちらとも言えな

いという自己評価「Ｃ」というふうになっているんですけれども、こちらはどのような目

標でどのように見直しがされてきたのかという点をお伺いします。３点目です。３点目は

こちらも事業評価総括表の中からお伺いしますけれども、２１５ページの男女共同参画意

識の啓発というところなんですが、こちらも広報ともちょっと関連があるかと思うんです

けれども、この男女共同参画意識の啓発について目標は達成したので事業が完了、終了と

いうふうになっていますが自己評価では目標に対して効果的ではなかったという「Ｅ」と

いう評価になっています。具体的にどのような取り組みを行いこの目標に対して終了とい

うことになっていますが、今後行なってきた事業に対する検証を教えてください。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁、渡辺企画財政課課長。 

○企画財政課長（渡辺雅人） 

 まず１点目の懸案事項説明会ですね。懸案事項説明会、１６８人の参加ということで２
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９年度決算資料に掲載させいただいておりますけれども、男女別の区分ですね今、手元に

ちょっと手元に資料がございません。市街地、農村地区で言いますと市街地区、鹿追市街

地区、瓜幕市街地区で２６名、それ以外は農村地区の参加者というような形でございます。

事業評価が「Ｄ」ということでございますが、まだまだこう参加する方がですね農村地区、

特に市街地区ではまだまだ少ないということで担当者の評価としては「Ｄ」という形にさ

せていただいたということだというふうに感じております。２点目の広報紙の事業が「Ｃ」

というふうな形であると。「どちらともいえない」という評価であるということでございま

す。広報紙については読みやすい広報というものを目指しまして、逐次といいますか随時

改良を加えてですね現在やっているところでございますけれども、まださらに抜本的にで

すね見やすくなるような形に将来的には変えていきたいというような考えもございますの

でそれに向けてだとまだまだ評価は高くないということでございます。男女共同参画社会

の関係でございますがこれも総合計画の事業評価でございますが男女共同参画社会につい

ては、総合計画や総合戦略でも推進していくということで掲げているところでございます

が、現状ですね広報紙等で男女共同参画社会の必要性を訴えてはいるところでございます

けれども、まだそれほど浸透といいますか浸透には至っていないということで「Ｅ」とい

う評価でございますけれども、今後についてはさらにですね男女共同参画に係る講演会で

すとかそういったものもなるべく早いうちに開催をしたいというふうに考えておりますの

でご理解いただきますようによろしくお願いをいたします。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 １番、山口委員。 

○１番（山口優子） 

 はい。男女共同参画の件について今後は広報紙にとどまらず講演会等も開催していきた

いということでしたので安心しました。この先ほど１番目に質問させていただきましたそ

の主要懸案事項地区説明会の参加者の男女比についても、これも私も一部地域しか参加し

たことがありませんけれども、やはり男性の方がほとんど。こういったところの女性の参

加率もこういう啓発や啓もうと関連があると思いましたので質問をさせていただきました。

主要懸案事項の地区説明会については地域、農村地域ではかなりの参加者があるというこ

とでしたけれども市街地のほうに瓜幕市街地、鹿追の市街地のほうの参加者に課題がある

ということでした。これとても貴重な機会だと私は思っていますのでこちらも参加者がど

んどん増えていただけるように工夫していっていただきたいと思います。情報発信と広報
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の件ですけれども、広報紙ももっと今後見直しをしていきたいというお話ではあったんで

すけれども、正直申しましてここ数年そんなに代わり映えがないかなというふうな印象で

す。町からの広報というとやはり広報紙がメインになってきますし、広報紙はもちろん町

民の方に読んでいただきたい情報が載っているわけですけれどもいつも同じような感じの

紙面ですとなかなか新しい読者というのが開拓できないそうです。これは議会のほうの広

報でも同じようなことが言えて、議会広報の研修で習ってきたことではあるんです。議会

広報にも同じような課題が課せられているんですけれども、町側の広報ももう少し工夫の

余地があるかなと思いまして質問させていただきました。具体的にそのもしリニューアル

の予定があれば教えていただきたいです。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 渡辺企画財政課長。 

○企画財政課長（渡辺雅人） 

 はい。今現在いつからリニューアルをするということはまだ決めているわけではござい

ませんけれども、いずれにしましても常に読みやすい広報というのを目指してですね改良、

また大幅なリニューアルということも含めて今後検討してまいりたいというように思って

おりますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ここで会議の途中ではございますが議場内、非常に温度が上がってございますので、上

着を取っていただいて結構だと思います 

 それでは次に進みます。 

              ３款 民生費全般 ５３ページから 

                       ６２ページまで 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ３款、民生費、５３ページから６２ページまでとします。質疑ありませんか。ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 質疑なしと認め、次に進みます。 

              ４款 衛生費全般 ６１ページから  

                       ６６ページまで 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ４款、衛生費、６１ページから６６ページまでとします。質疑ありませんか。ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なければ次に進みます。 

              ５款 農林費全般 ６７ページから 

                       ７４ページまで 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ５款、農林費、６７ページから７４ページまでとします。質疑ありませんか。４番、台

蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 ４点、質問したいと思います。まず１点目、資料でいきますと農業振興費、６７ページ、

営農対策協議会という組織があってですねこれは早くからあって農業者のための各機関と

の連携して営農対策の指導をしている組織体ですけれどもそこを中心として将来の農業の

担い手、新規就農者の育成、そういう鹿追町として農業研修生の受け入れの受け皿という

ことをここの組織で検討していくということで進めて数年たてってきているわけですけれ

ども、ここのところの実態、今後のことも含めてできたらよろしくお願いしたい。２点目、

６９ページになりますけれども、生乳、酪農家の牛乳、生乳生産１１万トンという数字が

２年連続で実績としてあるわけですけれども、これができているのはやはり行政側が長く

土地改良を含めた国等の事業を入れ、水の対策をしっかりとやっているということとそれ

と今回も停電で痛感したわけですけれども、電気が来なかったけれども水がしっかりと鹿

追の場合は対応できていて、そこで悩むことはなかったというこの素晴らしい他の町から

見たらうらやましがられる対策ができて生乳生産も現状１０２％くらいで推移していると

いうことであります。ぜひそれに関連してですね２８年度に町営牧場の冬季舎造っていた

だきましたけれども、今年の２９年度の入舎できたのが６０％ということで６割しか入れ

なかったということであります。これはご存知のとおり酪農家が一気に拡大をすることに
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よって起きた急激な増頭によってなかなか対応できていないということがあります。行政

側も農協もしっかりと理解はしているわけですけれども、どうかこれもですね将来に向か

ってしっかりとした対応をできるように示していただきたい。それから平成２８年に起き

た台風、連続台風の災害においてですね笹川地区が特に大きな被害を受けました。この関

係はですね川上である瓜幕から水が集まってきて鹿追高校付近まで流れてきたということ

が大きな災害になったわけですけれども、その後ですね事後対策としてしっかりと鹿追町

単独でも２本の線を然別川に新しく水路を造っていただいた。それから瓜幕のほうで以前

からお話がございました２１号を境にしての然別川への水路の整備、これは国の支援をい

ただき道営事業を利用させていただいて着々と工事が進んでいるわけですけれども、まず

感謝申し上げるとともに今後の計画についてお示しをいただきたい。もう１点、７３ペー

ジになりますけれども、今現在、産業研修生、女性の方、１１名から１３名ほど毎年来て

いただいて町内の農業者及びレストラン等で仕事をしていただいています。これの女性の

産業研修生としての施設が整備されているわけですけれども、やはり男性の方もですね研

修できるような施設及び宿泊等のお考えいかがなものかというふうに思いますのでよろし

くお願いをして、この４点。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 はい。台蔵議員さんのほうからご質問ありましたので１つずつ答えていきたいと思いま

す。まず農業後継者等につきまして営農対策協議会で今協議をしているところでございま

す。将来の新規就農というのはなかなか今のところ難しい部分があるということで今、認

識、うちも含めて各機関認識をしているところでございます。ただ農業後継者をはじめた、

後継者というか労働力の対策がやっぱり今は必要ではないかということでございます。一

応今のところですねいろんな方面に行きまして学生それから就職のセミナーのほうに農協

それから役場も一緒に行かせていただいてこういう働き先があるよということで周知をさ

せていただいて、今年でいけば札幌、東京都というような形で行っているところでござい

ます。あと同じくその中でですね今年から特にイモの労働力が少ないということで昨年か

らは酪農大学、一昨年からですかね酪農大学を誘致しましてやっているところなんですが、

今年につきましては東京農業大学の学生も含めて募集をかけてですね来ていただいている

ということとそれから犖羅館、旧犖羅館もですねこれまでイモの関係、ピュアモルト等々
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に宿泊なんですけれども人数が増えたということで犖羅館を改造、一部改造いたしまして、

そちらに住んでいただくという形も含めましてですね、各種労働力対策に向けて今少しず

つやっているということでございます。将来的には町長と協議をしながらになってくるん

ですけれども最終的には新規就農のほうについても将来的には考えていかなければならな

いのかなと。受け入れ態勢等々も含めて協議をして進めていかなければならないかなとい

うふうに考えているところでございます。２つ目の生乳生産１１万トンの関係でですね、

牧場の関係だと思います。おっしゃるとおり平成３０年度の入牧については７割いってい

ない状況だということでどんどんどんどん入牧の希望者が増えてきていると。農協さんの

ほうでも保育者を作ってやっているようなんですけれども、保育者からそのまま育成舎、

牧場のほうにという希望が多いようにと聞いているところでございます。将来に向けてと

いうことで２８年に約６００頭の冬季舎飼を造らさせていただいて今対応しているところ

なんですが、単純に３０年度でいけば１，０００頭くらいその残りの部分が出てきている

ということでございます。この１，０００頭をすぐ造るということはなかなか大変なこと

でございます。今、牧場の牧草の関係、餌の関係がやっぱりネックになっております。こ

れ以上増えるとですねまた餌を確保しないといけないということで料金を上げることによ

って配合飼料、それから買い餌が増えてくるということで対応しなければならない。買い

餌が増えれば当然その料金も増えてくることもございます。新しく施設を造ることによっ

てそれまでの機械では間に合わなくなったと、間に合わなくなるということで各種一連の

機械も整備しなければならないということで宿舎だけではなくて機械関係も全部更新、新

しくなるということでございますので莫大な経費がかかるということでこれを全て使用料

に上げていけるのかどうか。そのへんも含めて買い餌も含めてですね状況を把握していか

なければ将来的な建設も含めて考えていくことが大事かなというふうに今考えているとこ

ろでございます。３番目の台風被害の関係でございます。ご承知のとおり２８年に瓜幕か

ら笹川、鹿追市街ということで水が流れたということで、いろいろな当時もいろんなこと

で施策をさせていただいたところでございます。町のほうで２つ、全部で３つですね。瓜

幕と笹川に水路を造らせていただいて、それがそのまま今、生きている状況でございます。

あとお話もあったように道営の事業によりまして２１号のところが瓜幕地区の明渠排水、

それからもっと北のほうになります瓜幕バイオの近くに北瓜幕地区という道営事業で今、

明渠排水を造っているということで２本、それと国営農地再編、中鹿追の農地再編という

ことで今年で終わるんですが９線から下の櫻井さんのところまではけ口がございますので
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それについては素掘りで進めているところで、もうそろそろもう少しで完成するというこ

とで、ご承知のとおり国道を通っていただければ明渠で道路ぶちにあるかなと思いますけ

れどそちらについて整備をさせていただくということで今考えております。ただ最終的な

瓜幕のほうから笹川までの部分の大規模なかんがい排水というんですか。排水事業につき

ましては今、開発建設部のほうでも検討していただいております。将来的に５年後、６年

後からになるかもしれませんけれども、そういう形で今、直轄明渠ということで進めてい

ただいているところでございます。それから４番目の産業研修生の関係でございます。今、

ご承知のとおり女子をメインに考えておりまして今年については１１名の産業研修生がい

るところでございます。最近、近年につきましてはそれぞれ９名ずつくらい２８年も２９

年も残っていただいて、鹿追町に残っていただいてそれぞれ従業員だとかいろんな形で残

っていただいているという実績でございます。今お話がありました男性を含めた研修とい

うことで今、検討をしているところでございます。あと家の確保をどういうふうにしてい

くかということでそれも含めて検討させていただいて、男性については実際問題としてあ

るかどうかというのがちょっと分からないですけれども男性についても募集をかけていけ

ばいいかなというふうには検討をしているところでございます。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 これから先、町長にご答弁いただきたいんですけれども、１つ目の問題というのは新規

就農者含めた農業研修生の受け入れというか、そういう形をですねどうしていくかという

のを産業委員会のほうでもいろいろ勉強させていただきながらご提案させていただいてま

すけれども、非常に難しい問題でありますけれども、時間をかけてしっかりと農業関係の

機関と連携してですね鹿追の受け入れ、受け皿をですねしっかり作っていただきたいとい

うふうに思います。この点、町長のお考え。それから町営牧場の関係でございますけれど

も、これは今課長もおっしゃいましたけれどももっと農協が深く介入してこなきゃいけな

い問題なのかなと。農協ということは生産者も含めてですけれども今までかなり町がです

ね投資をしてきている。以前ここで私も何回も例えばパドックの整備、相当の投資をして

いただきました。そのおかげでですね現在、頭数が増えていますけれども牧場での病気、

いろんなトラブルというのは減ってきています。これは間違いなくこういう整備がですね

されてきているということであろうかというふうに思っているところであります。その上
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でですね、農協も今、１２万トンに向けて生産意欲を高めて進めてきています。生産者も

酪農家もそれに乗ってある程度拡大のできる人は投資をしながら進めてきているわけでこ

れはやはり町の将来のためにもですね若い人ががんばってやってくれる部分に対してしっ

かりと農協、町が支援するということは私も必要というふうに思いますので町営牧場に関

してはですね自己負担、農家負担を増やしてでもですねやるべきというふうに私は思いま

す。当然自分が増頭していってですね１番安い町営牧場で全てを賄っていくんだという発

想はですねこれはちょっとこれからの若い人にとってもですね私はプラスにならないとい

うふうに思いますので一気に増やすことによって全体が負担がかかっているということも

ですね、他の農家さんにも相当負担がかかっているということもこれ事実なんで、そうい

うことも含めてですね２本立ての料金というのは難しいことですけれども、しっかりと農

協と協議しながらですね酪農振興会も入っていただきながら将来どうするんだということ

をしっかりと出していかないとですね、いつまでも町だけが負担してやっていくというこ

とはできないのかなというふうに私も考えます。どうかそういうことをしっかりと協議し

てですね前を向いていっていただきたいというふうに思います。この件も町長答弁いただ

きたい。あと最後の産業研修生、男の方、これは最初の新規就農者も含めてになろうかと

思いますけれども、どうやって人を呼び込むか。移住定住までつながることが理想ですけ

れどもやはり大きく言えば人口対策ということになろうかと思いますけれども、これはど

この町もやってきています。やはり鹿追は遅れていくということにはならないと思います

ので今まで若い人の教育のためにこのピュアモルト生の受け入れ、２０年になる。それか

ら０１農業塾の若い担い手の教育というのも１０数年、２０年近く。先鞭を切って鹿追は

いろいろこういう対策を打ってきているわけですけれどもやはり今後、先を考えたときに

どうやって担い手を育てていくのかということをしっかりと自分の町でも私は進めるべき

というふうに考えますので、これも町長のお考えをお示しいただきたいと思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 １番最初の研修生の関係ですけれども、ご案内のように営対協では労働力の確保、もう

１つはですね若者の人材を農業のステージにおいて育てるということでの取り組みをして

いるわけであります。だんだんと企業が力を付けてきたというか雇用が増えてきているた

めにですねなかなか農村に目を向けてくれる人が少なくなってきて大変苦労しているのが
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実態でございます。私は１０名といったピュアモルトの実習生もね１５名にしなさいとい

うことで、１５名来れば住宅だとかそういう問題も出てきますけれども、それは何とかす

るという話をしてですね今、募集をしているんですけれども残念ながら今、３０年度にし

ては１１名ということでありまして非常にこういう方をですね招くというのは難しくなっ

てきているということは事実であります。まずこれをクリアするためにはですね、先ほど

言った大学だとかそういうところと連携をしてやっていくということについても今進めて

いるところでありますが、もう１つやっぱり私はこれから拡大をしていく農家のあり方、

やはりこれ法人化だとかねそういう形でしっかりとした給与体系あるいは保険制度ですね。

健康保険のこともありますけれども、そういうものを整備をした職場としての機能をです

ねやっぱり備えるということが必要だというふうに思っております。そういうことで今後

ですね給与も含めて今の形の中でやるのはこれまた限界がありますから今後そういうこと

も営対協でしっかりと話し合ってほしいし、何と言ってもやっぱり農家個々がですねそう

いうことについて力を付けていく。目覚めなければいけないというふうに思っております

ので、このことについて十分検討させていただきたいというふうに思っております。それ

から牧場の関係ですけれども、正直申し上げて農家の負担を増やしてもですねやるべきと

いうご意見をいただきました。大変私も力強く感じているところでありまして、これは農

協ともですね６００頭の施設を造った段階ですぐ次またこうですというお話が来ました。

そこで私のほうでもですね料金体系、これをしっかりと検討し直した中でやるんであれば

私はいいのではないかというお話をしております。その後ですねあまり造ってくれという

話は積極的に来ていないのでやはり負担を増やすということについてはどうお考えになっ

ているのかなと思いながらいるんですけれども、１つは施設についてはそういうことであ

りますけれども、一方でね先ほど課長がお話したとおり飼料の問題ですよね。鹿追町でこ

れ以上どうやって飼料を確保してやっていくのか。これは道内全体を見渡せばですね飼料

をまだ余っているという地域もあるようでありますけれども、しかしこれは私は早晩そう

いうふうにはいかないというふうになってくるだろうというふうに思っておりましてこれ

らをですねどういうふうにクリアをするのかなということで今、正直言って的確な方法が

ないということで考えております。農協さんに対してはね少し遠くても飼料作物を遠隔地

で作って運ぶと、土地余りのところが出てきておりますから道内に。そういうところを確

保してでもやるという考えをねお持ちになっていく必要があるんではないかというお話を

しております。農協もそういう場所があればやりたいと、やってでも確保しないとならん
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というふうに思っているということでありますから今後これについてはね振興局、そして

道、道とのレベルでやはりそういう土地余りの状況等を把握をしてそれらに必要な土地を

確保するということでの対策が必要ではないかというふうに考えております。私のほうか

らはこういうことでよろしいですか。はい。研修生の、今、女性が主として対象になって

いることなんですけれども男性もということであります。これ上のほうとも関連あると思

うんです。やっぱり男性を雇うということになれば、将来は必ず家庭を持つ。そういうこ

とでの給与、待遇改善、これがねしっかりとしなければ私はならないのではないかという

ふうに思っておりまして、これについてはね先ほどちょっとお話しようかなと思いながら、

今の国で行なっている支援制度、これをですねやっぱりこういうところの労働力確保の上

でも使えるようなそういう方向に持っていく必要があるんではないかと。これは私はいろ

んなところでそういう話はしています。ということは年齢で何歳以下でなければいけない

とかねそういうことがあって研修なんかは結構、国の方でもお金を出しているんですけれ

ども、これをねやっぱり農村の労働力確保、給与の改善という点でのやはり改正にもって

いく。そういうことが基本的に大事になってくるんではないかというふうに考えておりま

す。以上であります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。他、質疑ありませんか。５番、加納委員。 

○５番（加納茂） 

 ６９ページ、畜産業費になると思います。実はざっと資料見ていますとあれと思うとこ

ろがありまして、ちょっとお聞きします。環境保全センターの稼働状況ということで資料

の１１８ページです。それでですね受入量はここ３年間変わっていないわけですけれども、

実は売電の電力量が大きく落ち込んでいる。平成２７年から見たら平成２９年、３分の１

以下になっているわけです。これはどういう理由なのか。ちょっと説明をお願いします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 すみません。２７年度の売電につきましては瓜幕のバイオの今その時の試験運転の部分

のものが入っておりますのでそれでこういう大きな数字になっているところでございます。

それと２８年度、２９年度につきましては、水素が本格的に水素の施設が本格的に稼動い

たしましたのでそちらのほうにバイオガスが売られておりますのでその分で売電の部分が
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少なくなったということもございます。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他になければ次に進みます。 

              ６款 商工費全般 ７３ページから 

                       ７８ページまで 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ６款、商工費７３ページから７８ページとします。質疑ありませんか。３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 それではお尋ねいたします。山田温泉の状況と今後の方向性といいますか考え方、経営

の方法等お知らせいただければと思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁、富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい。畑議員からは山田温泉の状況と今後についてということでございますのでお答え

したいと思います。現状、内部のほうの修繕を継続的にさせいていただきましてある程度

の修繕は済んでいる状況にございます。あとは今ですね水の関係の工事のほうが今徐々に

進んでおる状態でしてそれが済みましたら今後温泉の浴場のほうに引っぱる作業を継続し

て行なっていく状況でございます。あとはもろもろの許認可等がございますのでその工事

が済んだあと許認可を受けてその次に進んでいくという状況にございます。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 私のほうからもね若干お話させていただきますけれども、正直言ってこの夏からねせめ

て日帰りのお客さんぐらいは利用できるところまでこぎつけたいというふうに思っており

ましたけれども、ご案内のように災害だとかいろんなことで道が危険等々もあってなかな

か思うとおりに進んでいないというのが１点。そして今、課長のお話のようにですねやは

り風呂に水をひっぱらなければね、これもすっかり災害でやられていますからこれの復旧
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をさせるということはですね非常に時間がかかっているということでありまして、これに

ついては道管理河川でありますからそういう意味では道のほうともですね十分これについ

ては協議をしながら進めなければならないということでありまして簡単にふっと持ってき

てやるということにはなっておりません。かつてはそういうような状況が、言ってみれば

無断使用というか、そういうようなこともあったようでありますけれども、やはり町がう

んぬんということになればしっかりとそういう機関と話し合いをして認知を受けた上での

利用でなければならないというふうに考えておりまして、もう少し私は時間がかかるんで

はないかというふうに思っております。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 はい、非常に困難な状況になっておるということでございます。しかしやめられてから

あるいは壊れてからということで年数がたっております。じゃあいつ頃かという想定も今

難しいんでしょうけれども、いずれにしても認証を得てからでしょうからまた道路工事も

ね進んでいただければいいんですけれども、またその奥の糠平への道路もね非常に大切な

道路でありますんでそのへんのことも含めて道路関係はどのようにお進みになっています

か。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 櫻庭建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻庭力） 

 はい、お答えします。道道に関しましては道のほうに要望しておりまして、３０年度中

には開通をさせたいということです。糠平から来る分にしては冬は除雪しませんのでそこ

を早急にやって順序良くやっているということで。ただ雨の関係とかもあって非常に手こ

ずっていますけれども何とか開通にはこぎつけたいという情報を得ています。以上でござ

います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。他、質疑ありませんか。８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 観光客からですね然別湖園地が整備されましてね言われるのは園地の整備に伴ってあそ

こにあった看板というかな観光の写真スポットの看板が撤去されたんですね。これ写す場
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所やっぱり考えてほしいという声もあるんですけれどもね、看板がまだ設置されていない

んですけれども、将来はずっと付けないのか。看板１つ付けるのにこんなに時間かかるの

かなということを言われるんですね。そういうことの意見もありますんでそのへんどうな

のかな。それと北岸のキャンプ場ですね水害の時に流木が大量に発生したんですね。とこ

ろがまだそれがキャンプ場の利用者からですね流木が撤去されていない。そこに波打ち際

というか湖水のほうに近くになっているところにそのままなっているんだと。そうすると

もう次の災害がやって来るんですね。流木の撤去をする意思があるのか無いのか。森林管

理署ともあるんですけれどもね、そういうものをいつまでに撤去するのかという考え方で

すね。昨日、私自身、かんの温泉のほうとか山田温泉の周り見に行ったんですけどね、か

んの温泉もこの間の台風２１号で相当な倒木が発生しているんですよね。幸いにも道路の

通行に支障が無いように片付けられてはいるんですけれどね。次の災害発生が来る前に撤

去するべきだというふうに思うんです。それと災害で言えばね今年の３月の雪崩がありま

した。展望台からちょっと上のほうにね。雪崩でコタンの開催中で丸々１カ月そこに行け

ないというそういうことでこの雪崩なんかの通行止めによって観光への影響というのはど

の程度あったのか。調査しているのかどうかということ。それからそういう面で道路管理

者というか道道ですから道ですけれども道路維持をねどうしたらいいのかということを、

どう協議されているかということとあそこに行く場所に現場まで行って初めて通行止めに

なっていることが分かったとかね、非常に周知、もっと早くこっちのほうで例えばもっと

瓜幕のほうでね通行止めだというそういう案内を出すことができないのか。そのへん関連

してお願いします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい。狩野議員からはいくつかご質問ありましたので順次お答えしたいと思います。ま

ず然別湖の看板についてでございますが以前からそういうお話もあったように記憶してい

るところでありますけれども、常設ということになりますとまた工事が伴うということに

なりますのでどうするかは理事者と協議したいなというふうに思ってございますが、移動

式のようなものができればいいかなというふうには担当の間で話しているところではござ

いますがそれも理事者のほうと協議をしながら今後どう進めていくのかというのは考えて

いきたいというふうに思ってございます。それから北岸のほうの流木についてでございま



－37－ 

すが、あちらのほうは道の河川管理者ということで道のほうが管轄になりましてそこの北

岸の流木もそうなんですけれども、ヤンベツ川のほうにもまだ流木が多数残っている状態

でございまして、そのへんも含めて道のほうに協議をするなり町の理事者とも今後の進め

方について協議を進めていかなければならない状況でございます。それから３月の雪崩に

ついての被害というか影響についてでございますが、やはりコタンのほうの入り込みとい

うかそれがほぼ３割減しているというふうに数字的には掴んでございます。影響がそのく

らいあったということでございます。それから通行止めの周知についてのご質問ですけれ

ども坂下からは道にお願いをして看板設置等、電光掲示板等もございますけれどもそれで

もやはり上がって来るお客様いらっしゃいまして、現地に行ってゲートを閉まっているの

を見て帰られるというケースが多々あったようにございます。それで以前にもそのへんの

協議、その手前に何かできないかというところもありましたのでちょっとそのへん具体的

なものが出ておりませんで、今後ちょっと研究というか対策について考えたいというとこ

ろでございます。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 今の答弁からですねあまり町の産業の柱に据えているんだという熱意っていうのがあま

り感じられないんですけどね。これが昨日一昨日出た新聞の記事です。観光被害、２９２

億円ですよ。うちの町は観光被害がどれだけあるかということをねやっぱり数字化しない

とだめですよ。それから看板取り付ける取り付けない。その判断がねこんなに時間かかっ

たら観光を売り物にする町のね姿勢が問われますよ。そうじゃないですか、町長。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菊池町民課長。 

○町民課長（菊池光浩） 

 今般の観光被害についての集計をですね、１３日付けで行なっております。今回の停電

の被害、地震につきましては人家、人あるいは施設等の被害の報告は受けておりません。

その関連、その後の停電の関連被害ということで集計をしているのが１３日末現在となっ

ております。数字をちょっと報告をさせていただきます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ちょっと待っていただけますか。今回の地震の関係は別なんで。 
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○町長（田弘志） 

いや。お願いします。観光に力が入ってないんじゃないかと言っているんで。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 じゃあ報告を許します。 

○町民課長（菊池光浩） 

 商業被害についてのみご報告をさせていただきます。ホテル風水あるいは理髪店等での

商工会サービス部門での被害、これが１，０２３万５，０００円くらい、商会商業部門、

コンビニあるいはスーパー等の被害が７６５万５，０００円ということで、今の１３日現

在ですけれども商業被害としては１，７８９万円と押さえているところであります。以上

であります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 観光被害の話もしましたけれどもね例えば道路の閉鎖によって雪崩の閉鎖によってそう

いうお客さんが当時キャンセルがあったと。今回もねキャンセルあったんですか。そうい

う特にですね観光を担当する職員はすぐに現場に行ってるかどうかというのを最後に確認

したいです。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい、今回の災害に対しましてキャンプ場２カ所ありますけれども、そちらのほうには

職員が行って宿泊客がいるかどうか。いなければ危険がありますので閉鎖しますのででき

ればお帰りいただきたいというような対応もしてございますし、あとはホテル関係ですね

電気が通じないというところでの対応も職員が行って対応している状況でございます。以

上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

ここで暫時休憩といたします。再開は午後１時とします。 

休憩 １２時００分 

再開 １３時００分 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 ここで報告いたします。９番、吉田委員から所用のため午後の会議を欠席する旨の届出

がありました。以上、報告終わります。 

 答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 午前中のお話の中で観光に力が入っていないんじゃないかというお話でありますけれど

も、今、入り込み数等について昭和６０年からの数字を入った資料をお配りさせていただ

きますけれども確かに２８年、２９年は落ち込んできております。これは狩野議員もねお

分かりのとおりやはり自然災害等々あった。あるいはホテルの１つが休業に入った。そう

いうようなことであります。これらのことについて鹿追町は何ともできなかったんだから

力が入っていないんじゃないかという評価であれば私は仕方がないのかなと、私にはそう

いう力が無いという申し開きしか申し上げることはできないわけですけれども、私が町長

になった平成１１年、６０万若干超えている。それから２７年、８１万３千人になってい

る。これ私はねやはり観光というのは目に見えて町の経済効果があるかどうかというのは

非常に難しいところですけれども、人が来てくれることによってご飯も食べてもらえるの

ではないか。いろんなおみやげも買ってもらえるかもしれない。期待度を含めての乗数効

果これを考えるとやはり町の大きな経済の柱というふうに考えていますからそういう意味

ではしっかりと力を入れてですねやってきているつもりでありますし、それから道路だと

かそういうことについてもねこれも鹿追の出張所それから帯広にも行って１日でも早い復

旧をねお願いをしています。要請書もきっちり上げています。それでご案内のように北西

でもね、新得、清水、芽室等の被害等々と比較をすると少なかったけれどもやはり北海道

として取り組むべきそうしたことに対する復旧等々に人が取られてしまってなかなか手が

回らない。もう１つはそういうところに業者がほとんど取られてしまって然別の道路関係

については２９年は発注をして入札まで持っていったけど不落に終わったというような現

象もあってですねなかなか思うとおり工事も進んでなかったということでありますから、

これは私はこれも関心が無いからだと言われれば仕方がないことかなと思いますけれども

やはり私は隣近所、それ以上にね困った状況でもあればいた仕方がないなと思いながらや

はり鹿追のまちづくりも進めていかなければならない。今回も鹿追町停電ということで被

害総額約３，８００万、４，０００万、若干切っておりますけれどもこれもこれからどう

いう状況が出てくるか分かりません。観光客が減ればですね乗数効果は落ちてきます。で
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すからそういう意味でいくと私は先般、約５，０００万くらいにはなるだろうともっとな

るかもしれない。しかしそういう中でね収まったということについては、私は比較的本町

は恵まれていたというふうに思っていますしそういう中でもよそへもやはり手を差し伸べ

るべきというふうに考えて、振興局からの要請もありましたけれどもその前にやはり鹿追

町として何かできないのかというお話もしていますし、水も自主的にわれわれは持ってい

って被災地に渡している。これもですね言ってみれば私は将来におけるやはり鹿追町がど

う評価をしてどう鹿追町に来ていただく方を増やしていくのか。そういうことだろうとい

うふうに思っていますから。力を入れていないんじゃないかというお話についてはね甘ん

じて受けますけれどもよろしくご指導いただきたい。名案があればこういう方法があるん

じゃないかとお話いただければありがたいとこのように思っております。以上であります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ここで担当課より資料が提出されていますので資料配布のため暫時休憩とします。 

〔暫時休憩〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 休憩前に引き続き委員会を再開します。質疑ありますか。８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 はい。今の入り込み数とかの資料もいただいたんですがこの先ちょっと歳入にこの関連

であるんで、歳入の時にやらなきゃいけないですか、委員長。歳入の時にこの問題をやる

か。ここでやっていいかどうか。それをお聞きします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 歳入に関わる質疑でしたら歳入の時にしてください。 

○８番（狩野正雄） 

 歳入のここに載っていることに関わるこの関連ですけれどもね。ここでやっていいかど

うか。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 どのように関連、歳入に関わる部分でしたら歳入でやっていただくのが当然です。 

○８番（狩野正雄） 

 じゃあ観光に関してのことについては歳入のときにまた引き続き行います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありませんか。３番、畑委員。 
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○３番（畑久雄） 

 １３２ページ、資料の１３２ページですね。そして決算書の７７ページの魚族資源とい

うことでお尋ねいたします。実は然別湖魚族資源ということでネイチャーセンターあたり

に管理委託をしておるところですが、ここで１３２ページでいう上のほうの養殖事業でこ

れ委託で書いてあるんですが２７年度、２８年度が０、２９年度に３５万８千円とありま

すけれども、この数字がそうなのかこの下のほうに遊魚管理委託料とありますがこのへん

の関係をちょっと説明いただきたい。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい。すみません。お答えさせていただきます。魚族資源の事業委託ということで上の

表の数字はですねこれはネイチャーセンターにふ化場の管理、委託している部分の委託料

でございます。それからその下の遊魚管理委託料というのはこれは然別湖でのグレートフ

ィッシングに関係する委託料になります。協会のほうですね。そちらの方への委託料の数

字でございます。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 それでは上のほうのネイチャーセンターさんにお支払している委託料、これは２８年度

は施設が埋まってできなかった。委託しなくてよかったんですけれども、２９年度は２７

年度の半分程度の委託で済んでいますけれども、これだけでしょうか。それをちょっとお

尋ねしたいんですけど。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 大変申し訳ありません。ちょっとそちらのほうちょっとお時間をいただいて調べさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。後ほど答弁ということで。 

○３番（畑久雄） 
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 はい、分かりました。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。１番、山口委員。 

○１番（山口優子） 

 ２点、お伺いします。決算書７７ページ、資料の１３２ページのウチダザリガニの防除

の件ですけれども、毎年３万匹前後駆除しているというふうになっていますがこれの状況

について教えていただきたい。今後も３万匹ずつくらいを駆除していけばよいのか。それ

とも繁殖力に追いついていない状況なのかを教えていただきたいという点が１点と、もう

１点は道の駅についてなんですけれども、道の駅のそれぞれの売り上げや入場者数など分

かればお願いします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい。まずウチダザリガニの件でございますが、捕獲数は増えている状況でございます

が、全体的に減っているかというとそうではない状況にあるようでございまして、こちら

のほうもですね採取方法につきまして通常やっている捕獲の方法以外に時間帯を変えてす

るですとか効率のよい捕獲方法もこれから作業に入る状況でございましてそれも含めまし

てまたザリガニの駆除に向けて取り組んでいきたいと思います。さらにその利用方法につ

きましても捕獲した場所でゆでて豚の餌になっている状況でございますがそれもまたとか

ち財団のほうからちょっといろいろな提案もございまして、別の方法で利用できる方法も

今これから検討に入る状況でございますので、そうなればまた町のほうにも別の意味で収

入源となるかなというふうに思ってございますので、また形になりましたら報告させてい

ただきたいというふうに思います。それと道の駅につきましてはこちらもちょっと調べさ

せていただきたいと思いますのでちょっとお時間いただきたいと思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 山口委員、ありませんか。他、質疑ありませんか。４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 ７４ページになるのかな。観光費になるのかな。白蛇姫まつりの件であります。昨年も

私ここでちょっとお話させていただきました。２９年の年も残念ながらにわか雨、雨でた

たかれて白蛇姫舞ができなかったということで非常に天気に左右されるというか、野外の
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行事なんで残念でありましたけれども観光客にとっては期待して然別湖まで上がっていた

だいて残念ながらできませんでしたということがあってですね、今年も残念ながら雨でし

たけれども職員一生懸命になって前日から準備して資材を用意しテントを張っていただい

て中学生の子白蛇含めてですね舞うことができて新聞にも３年ぶりというふうに書かれま

したけれども。鹿追の大きなイベントとして定着している白蛇姫舞、今後についてどうい

うふうに考えておられるのかお聞きします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい。お答えさせていただきたいと思います。先ほど議員さんから言っていただいたと

おり今年度は何とか実施できた状況でございますが、今回の雨のような場合でしたら私ど

もで設営したテントで何とか対応できるかと思うんですけれどもこれがまた風が付いたり

もっと雨の量が増えた場合ちょっと心配な面もありますので、次年度の予算にも係わるこ

とにございますが町内の業者にそれなりの専門的な知識を持ってテントを設営した場合、

どうなるかというのを今、打診している最中でございますのでそのへん含めてこれから検

討を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 私はやっぱりせっかく中学生も子白蛇を踊りながら保存会も一生懸命活動していただい

ているということも考えますと事業としては継続していく必要性があるというふうに思い

ますのでぜひ予定の日にですね白蛇姫舞ができるような準備をですねできるように当初予

算で計画を作ってしっかりと対応するということで進めていただければというふうに思い

ます。終わります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他になければ次に進みます。 

              ７款 土木費全般 ７７ページから 



－44－ 

              ８款 消防費全般 ８４ページまで 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ７款、土木費と８款、消防費、７７ページから８４ページまでとします。質疑ありませ

んか。３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 はい。７８ページで資料の１３０、街路灯についての質問でございます。実は資料では

街路灯８００何基かについて非常に更新しつつあるということでありますけれども、町中

を歩いてみますとまだされていないところもありますが、ある町によっては明るいところ、

そして暗いところが結構あるんです。そのへんのお考えというかこれからどう更新されて

いくだろうと思うんですけれどもＬＥＤ化されて明るいまちづくりにしていただきたいん

ですがそのへんについて説明をいただきます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 櫻庭建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻庭力） 

 畑委員さんの質問にお答えいたします。昨年、ＬＥＤ化を全て終わりまして、去年、１，

０００数箇所の街灯があります。そのうち実際になっているところがありまして残った８

３２基を去年、ＬＥＤ化しまして町内、一応、街灯、防犯に関しましてはＬＥＤ化になっ

ています。ただ公園とかですねそういうところはＬＥＤ化にしていません。また道路によ

ってですねすごい明るいところとそうでないところと確かにあるかと思います。そのへん

は状況を確認しながらというんですかね、必要最低限付けていかなければならないのかな

というふうには思っていますので、今一度ですね現状を把握しながらさらに進めていきた

いなと。ただ要望はたくさんあるんですけれどもそのとおり付くということもなかなか難

しいもんですからそのへんは予算等もあるものですからそのへんは十分状況を確認しなが

ら設置の方向でしていきたいなというふうには思っております。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 私の見たところでは仲町４丁目の裏通りといいますか。非常に街灯の間隔が長いんです

ね。ですからＬＥＤが付いておるのかどうか分かりませんけれども非常に本通りに比べた

ら暗い。どうしてなんだろうというような疑問も持ったわけであります。ここでＬＥＤの
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８３２灯がね全部付け終わったということでありますけれども、ぜひそういう現場を見て

ねぜひ改良されていただきたいなと思います。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁はよろしいですか。他、質疑ありませんか。５番、加納委員。 

○５番（加納茂） 

 ８１ページ、公園緑地費です。実はパークゴルフ場の話なんですけれどもジオパークパ

ークゴルフ場、西上ですね。これちょっと上級者コースということで人気が随分上がって

いるようです。そこで先日行われました西部十勝４町のパークゴルフ大会の折にですね他

の町村の人から結構聞いた話しなんですけれども、あそこ入口が分からないと言うんです

ね。それで私も見てみましたらね確かに瓜幕側から見たらちゃんと立派な看板が見えるん

です。ただ反対側から見たら何もないんですよね。これ何か方法ないものでしょうか。清

水、新得の人は結構反対側から来る人が多いと思うんでひとつ観光のためにもですね考え

ていただけたらいいと思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 加納委員、ジオパークパークゴルフ場は３０年に開設しているんで２９年の決算審査で

はないのでそのへんご注意してください。一応、親切で答弁もらいますけれども。櫻庭建

設水道課長。 

○建設水道課長（櫻庭力） 

 今のご質問ですけれども今年、３０年度で看板、国道と入口に道の補助をもらいまして

設置しました。ただ町道のほうからですね上幌内とか新得から来るほうにはある程度は付

けてはいるんですけれども、若干分かりづらい面もあると思いますので直営というんです

かね。自分たちで作って簡易的な看板も設置していきたいなというふうに思っています。

予算を伴うかは別にしましても立て看板でシーズン中に分かる程度で設置をしていきたい

なというふうに思っています。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他になければ次に進みます。 

              ９款 教育費 １項 教育総務費 ８５ページから 
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                     ３項 中学校費  ９２ページまで 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ９款、教育費、教育総務費から中学校費まで、８５ページから９２ページまでとします。

質疑ありませんか。２番、武藤委員。 

○２番（武藤敦則） 

 資料の、決算資料の８９ページ、１、学校管理費、資料は１４８ページ、鹿追小学校タ

ブレットパソコン一式について質問いたします。それから２８ページの鹿追町年表の７月

３日、フレッツ光提供エリア拡大という項目も併せてお聞きしたいと思いますが、タブレ

ットパソコン一式が導入されました。ネット環境をよくしてですね教育の場での活用をさ

れていると思いますけれども、活用の実態と教育の効果について説明をいただきたい。そ

れから効果的な活用を図るために研究会などの存在はあるのかどうか。そのへんお知らせ

いただきたいと思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 草野学校教育課長。 

○学校教育課長（草野礼行） 

 はい。お答えをさせていただきます。タブレット端末につきましては子どもたちの調査

力の育成のために平成２７年度から導入を進めまして昨年度、鹿追小学校に導入をいたし

まして全ての小中学校に全４２１台の導入をしております。活用方法でございますが総合

的な学習支援ソフトの活用ですとかインターネットの活用、それからカメラの活用ですと

かについて現在取り組みをさせていただいています。週に、学校にもよりますけれども３

回から４回程度は活用しているものと思われます。それから先生方のセミナー、それから

講演会につきましても２７年度から去年までも実施しておりますがいろんな機会にですね、

先月も瓜幕中学校で研修会を実施しておりますがいろんな研修会を通して勉強していただ

いております。今後につきましても他の教材等の併用等さらに活用方法拡大していきたい

と考えております。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。他、質疑ありますか。３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 ある中学校というより学校での先生方の働き方、なぜ学校ではほとんど課外授業ではタ

ッチしていない。ＰＴＡの方におんぶに抱っこだと。結局ＰＴＡは無報酬で出ておるんで
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しょうけど、そういうあんばいが続いておるようですけれどもどのようにお考えになって

いますか。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 草野学校教育課長。 

○学校教育課長（草野礼行） 

 働き方改革、先生方の働き方改革についてでございますが、部活等の休養日、それから

学校閉庁日の設定につきましても今年度からですね試行的に実施をしておりまして、学校

閉庁日については基本年末年始の６日間、閉庁日とされていますが、今年につきましては

お盆の１３、１４、１５の８月のですね１３、１４、１５日を学校閉庁日として文科省の

ほうからも通知が来ていまして本町でも実施をしています。それから部活動につきまして

も年間７３日間休みなさいということで通知が来てまして、今年でいくとですね学校の休

みが５２時間のプラス夏休み、閉庁日の６日間と土日の月に１回ですね、休みということ

で７３日間実施をして今年度から行なってございます。それから部活についてはですね学

校外の授業ということで、授業とはちょっとかけ離れている部分ということで時間外等の

対象にはなっていないんですが実態としては部活動についても中学校でございますが出て

て、出たいというような状況でございます。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 先生の働き方改革ということでよく分かりますけれども、結局先生方に代わってＰＴＡ

がお手伝いしてそういう事例があるんですね。そういう人たちに対する何といいますか。

お礼と言うのか報酬と言うのか分かりませんけれども、そういうことをやっておられるの

かどうかお尋ねします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 草野学校教育課長。 

○学校教育課長（草野礼行） 

 はい。今年度からですねコミュニティスクール等も動いていますが、ＰＴＡの活動に関

してはですね報酬等は設置してございません。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。他、質疑ありますか。８番、狩野委員。 
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○８番（狩野正雄） 

 中学生の親からですね部活で最近野球をしている子どもがいるらしいんですけれども３

年生が引退したらですね残った部員が６人しか５人とかチーム編成ができなくなっている

現状にある。これこのためにですね対外試合とか公式戦とかそういう試合にですね出れな

いんだと。だからこれが毎年続くとねせっかく部活で一生懸命やっている子どもたちが夢

がないなと何とかならないものかねと相談されたんですけれども。今年の金足農業のあの

活躍とか、鹿追高校が２連勝したりとか非常にこの地域でも野球の将来性のある子どもが

いるわけですけれども、そういった部活をね断念しなければならないのか。団体競技はも

うこの町ではやっていけないのか。そういう現状をねどう考えるのか。スポーツの普及と

いう観点からで今の現状はじゃあそういう子どもたちはどうやって練習しているんだとい

うことも含めてお聞きします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 草野学校教育課長。 

○学校教育課長（草野礼行） 

 はい、お答えします。今現在１、２年生の鹿追中学校の野球部の部員、私もちょっと相

談を受けてましてどうしても３年生が抜けると部員が減ってしまいまして、今現在８名で

単独でチームが作れない状況だという話を受けています。今年、初めてなんですが昨日も、

昨日一昨日もですね十勝大会に参加をしておりますが清水と新得も同じような状況があり

まして９名に満たない状況で、そこで野球についてはですね今年度につきましては清水、

新得、鹿追の合同チームで結成をして大会に出ています。ただこれ野球ばかりの話ではな

くてですね女子のバスケット部と女子のバレー部も同じような形になっていまして、女子

のバスケとバレーは芽室西中学校と合同でチームを組んでなるべくですねお互いに自分の

ところで練習できる部分はいいんですけれども、向こうに行って練習したりだとかそのよ

うなこともできればやりたいんですけれども、どうしても親御さんの負担がかかってしま

って、なるべく合同チームを作った場合には地元でできる練習については地元で、合同で

やる練習についてはそれぞれ集まって練習していくような方策で行ってもらっています。

来年以降につきましては、できれば鹿追に２つの中学校ありますので瓜幕とも連携しなが

らですねチーム作りをしていただきたいなと思っております。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。他、質疑ありますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 先ほどの答弁漏れについて富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい、大変失礼いたしました。先ほど山口議員からご質問いただきました道の駅の件に

ついてですが入り込み数は１４万２千人でございます。売り上げにつきましては純売り上

げが１，６００万、約１，６００万ということになってございます。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石瓜幕支所長。 

○瓜幕支所長（城石賢一） 

 道の駅うりまくの平成２９年度の実績ですけれども、入り込みがですね道の駅うりまく

では１万８，７００人、売り上げといたしまして約１，２６０万円の売り上げがございま

す。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 もう１点。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 売り上げに関しましてちょっと今、私お答えしたのは直営売り上げ高の数字でありまし

て総売り上げについてちょっとまたすみません。またお時間いただいてお答えしたいと思

います。それから先ほど畑議員さんの質問の中で委託料について答弁させていただいたん

ですが、私のほうでの認識が間違っておりまして、上の表の２７年度が７１万５千円で、

２９年度が３５万８千円という数字なんですがこれは然別湖漁業組合に支出している委託

料でございまして、餌代と消耗品にかかります。２７年度はそれなりに数がいたのでその

分飼料等にかかったということでございます。それから本来であれば先ほど申し上げた管

理委託料がここに乗っかってこなければならないんですがそれが抜けておりまして１３５

万円の委託料が別にございます。申し訳ございません。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 後ほど答弁ということでよろしいですか。道の駅については、はい、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 いいですか。今、お答えありました魚族資源の関係ですけれども確認したいんですが、

１３５万円というのがあれですか。全体の管理委託になるんですか。そういう理解でいい
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ですか。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 １３５万円というのがふ化場周辺を管理、ふ化場を含めて周辺を管理していただく委託

料になりますので、先ほどの３５万８千円とは別の委託料ということになります。はい。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。なければ次に進みます。 

              ９款 教育費 ４項 社会教育費 ９１ページから 

                     ５項 保健体育費 ９６ページまで 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ９款、教育費、社会教育費から保健体育費まで、９１ページから９６ページまでとしま

す。質疑ありませんか。８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 社会教育総務費だと思うんですけれども先日、馬耕忌でイベントでニューヨークで活躍

されているジャズピアニストの野瀬栄進さんという方が来てですねピアノ弾いていただい

たんですが、そのときにですね野瀬さん、世界的に活躍されているピアニストの方なんで

すがその方が「このホールにあるピアノ、これはすごいんですよ」と。「世界の名器です。

ベーゼンドルファーというオーストリアのピアノ、世界の三大名器だ」と。「だからこの町

のこのピアノ宝物としてねきちんと管理していただきたい」ということを言われました。

そこで質問がこの名器をですね維持するのに調律とかいろいろあると思うんですが、年間

どのくらいかけてそのやっているのかということをですね１つ。それとそのときにですね

「またこのピアノを弾かせていただけるんだったら私、ニューヨークから来ます」とも言

われたんですね。ですからそういうことを言われた野瀬さんを呼んで演奏会なんていうの

も考えていけるかどうか。過去ずっとねこれ２５年前に導入したピアノだということを気

付かさせてくれたんですね。その当時相当な高価なピアノだったんですよという話なんで

す。ですから世界の名器がこの町の宝物としてどう維持していくかということをまずお聞

きします。それとですね神田日勝記念美術館のことでお聞きしますが、今年も広島県の尾

道の尾道市立美術館に見学しました。同僚議員と。そのときですね尾道市立美術館とはで

すね過去に去年、一昨年ですか。去年ですか。お互いの持っている作品を交換したんです
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よ。それでそれぞれ展示したことで縁があるんですね。そのとき同僚議員と訪問したわけ

ですけれども。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 狩野委員、すみません。ちょっとすみません。質問は明確にしていただきたいと思いま

すので、どの部分を聞きたいのか。きちっとしてください。 

○８番（狩野正雄） 

 明確にしたいと思いますよ。だからそのときにですね館長が言うには「絵を見るだけの

場所ではなんですよ。美術館というのは絵を見た後にほっとする。余韻に浸る喫茶店みた

いなコーナーが必要なんですよ」と。「鹿追にはそういう、神田日勝美術館にはそういう場

所がないですよね。やはりそういう場所はね設けるべきでないですか」というアドバイス

を受けました。非常に美術館というのはね行きたい場所からね、また行きたくなる場所の

演出をね考えないといけないですよというアドバイスを受けてきました。そういう時点で

美術館にですねそういった喫茶コーナーを設ける。昔からの念願ですけれどもね、どこま

で話が進んでいるかその件についてお聞きするわけです。以上です。いいですか。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

浅野社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野悦伸） 

 はい、狩野委員からはベーゼンドルファー、町民ホールにございますベーゼンドルファ

ーの維持管理についてということでご質問を受けたと思います。ベーゼンドルファーにつ

きましては２５年前、私の記憶では８００万ちょっとくらいで購入した金額だというふう

に記憶しております。同じ機種のクロムベーゼンを現在買うと１，４００万、５００万く

らい、ちょっとどのくらいかなということで調べたときにそのくらいになるというふうに

聞いております。それでベーゼンドルファーの調律につきましては蕪墾祭ですとか町民文

化祭ですとかコンサートとかそういういろんなものでベーゼンドルファー使用するときが

ございますのでその前に随時調律を行なっております。それから全体のピアノのメンテの

関係でございますが、東京から専門のベーゼンドルファーの専門の業者が来ておりまして

２年に１回、委託費で１６万程度でメンテを行なっているところでございます。それから

美術館の喫茶コーナーでございますがこれは私が美術館に来たときもそういうお話があり

まして、かなり前から美術館に喫茶コーナーがあったらいいですねというお客さんからの

いろんなお話もございました。今年から策定しております第４期の鹿追町生涯学習計画に
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おきましても美術館の事業計画の中で美術館カフェについての検討をちょっとしようとい

うことの位置付けをしております。ただ今ちょっと担当のほうから聞きますとネックにな

っているのは食品衛生法と言うんですかね。あの部分のことがちょっとネックになってい

るというふうに聞いておりますが、お客さんが絵を鑑賞してそのまま外に出るのではなく

て一息ちょっとついて日勝の作品をちょっと胸に留めながらゆっくり休んでコーヒーを飲

みたいというようなお客さんの声は昔からありましたので引き続きこの部分については検

討させていただきたいなというふうに思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。他、ありますか。他、質疑ありますか。７番、川染委員。 

○７番（川染洋） 

 ９３ページの図書館費のところでございますけれども一昨年前より学校図書室につきま

してはですね町長の施策のもとに大変立派にきれいになりました。私も実際に見てまいり

ました。それからもちろん全部の親御さんに聞いたわけではありませんけれども、学校に

通っている子どもたちの親御さんにも話を聞きました。また親御さんのほうからも良くな

ってきれいになったね。うちの子どもも本を読むようになりました。大した評価をされて

おります。そこで図書、本を読む。そのことにつきましてはね実に地味で晴れやかなとこ

ろはありません。実績もすぐ出るものではありません。しかし教育の町として三本柱の１

つとしてみればですねこのへんで図書館のですね建設を真剣に考えてみてはどうかという

ふうに思うわけであります。そのきっかけとしてはですね住民の中から図書館がほしいと

いう声も出てくるかもしれませんしあるいはまた教育行政サービスとして図書館を整備し

町民に提供していくというような方法も、からの出発点もあるのかなというふうに思って

いるところであります。総合計画に載っている図書館建設の計画ももうそろそろカビが生

えてくるんではないかなというふうに思うわけですけれども、そのへん建設について今後

どう考えていくか。お考えを聞かせていただきたいというふうに思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 これは確か一般質問か予算委員会どっちかで出た気がします。今、建設はしなきゃいけ

ないなというふうには思っています。それで場所だとかね内容だとか思い描いているとこ

ろはありますけれども、いずれですね検討委員会、建設委員会というか。検討委員会作る
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べきかなというふうに思っていますから、これについては早晩立ち上げてそして場所等の

検討に入っていく予定をしております。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ７番、川染委員。 

○７番（川染洋） 

 ぜひお願いをしておきたいと思います。図書館協議会というのも現在ではあるようです

のでその中でも考えていただきたいというふうに思いますし。資料の１５６ページ、利用

状況のところでございますけれども、ここで貸し出し数の多いのは児童書、絵本、漫画、

非常に多くなっております。ここで私が言うべきことでもないかもしれませんけれども、

そういうことを加味したですね単なるいわゆる昔風の図書館ということではなくて図書司

書もおりますけれども、鹿追町の特別なシステムとして図書司書に併せて例えばワインあ

るいは野菜等にもソムリエという言葉よく最近使われておりますけれども、図書ソムリエ

のような資格を作ってですね図書司書に併せても結構ですし、別にまた児童書やそういう

絵本に好きな住民の方もいらっしゃるかと思いますのでそういう方にソムリエ的存在の認

知をしてあげてですね単なる貸し出しの本屋さんみたいなものではない方向に進んでいっ

てもらったらなあというふうに思いますので、その後私が言うまでもなく考えていただけ

るかと思うんですけれども、そのへんも加味されて今後進めていただければというふうに

思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁は、浅野社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野悦伸） 

 今、川染委員の話につきましては本の貸し出しだけでなくてある世代、子どもにこんな

本を読ませたいというそういうような図書館の意思を設けたらというようなお話かなとい

うふうに思います。現在も図書館のほうでビブリオバトルという事業も行なっています。

４、５人で仲間内で好きな本だとかお勧めの本ですねそのへんの紹介をして、それをバト

ルということなんですけれども誰の本が１番読みたくなったかということで、これも１つ

読ませたい本、読んでもらいたい本の紹介をするというようなゲーム制のものでございま

す。また各学年に応じましたブックリストですね図書館の司書が選んだ幼児に読ませる、

読んでもらいたい本というリストを作って母親、保護者に届けたり、小学校の１年から３

年の低学年、４年から６年の高学年、それから中高生という各年齢に応じた図書館の司書
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が選書した読ませたい本ですね。そういうものを提供しているところもあります。今、委

員のおっしゃられた本のソムリエですね。図書ソムリエ。そういうような称号を与えるこ

とによってもっと読書活動の普及につながればまたこれ有効だと思いますのでぜひ検討さ

せていただきたいというふうに思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。ここで先ほどの山口委員の質疑に対する答弁をいただきます。富樫商

工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい、大変申し訳ございません。道の駅しかおいの売り上げの合計でございますが平成

２９年度は４，９５０万円ということになってございます。災害前の２７年度におきまし

ては５，６００万、２８年度が約５，０００万ということでございます。若干下がってご

ざいます。以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 山口委員、よろしいですか。はい。 

○１番（山口優子） 

 道の駅の入場者、売り上げについて質問させていただいたんですけれども、それぞれの

道の駅、これは赤字ではないという認識でよろしかったですか。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい、道の駅のほうの直売所の代表から聞いたところでは赤字ではないというところで

聞いてございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石瓜幕支所長。 

○瓜幕支所長（城石賢一） 

 道の駅うりまく、今現在は赤字ではないんですけれどもやはり平成２８年度の台風被害

の影響もありましてですね、やはり道の駅うりまくの売り上げもちょっと落ちているよう

な状況でございます。それに伴いまして設立時に出資していただいた出資金これが資本原

資としてあるんですけれども、やはりこれがちょっとずつ拠出しているという状況で今現

在います。やはり売り上げの向上が見込めなければですねこの出資金原資がですねやはり
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減ってしまいまして損益赤字につながることも予想されますので、今、道の駅直売会とも

ですね売り上げの向上のための方策をですねいろいろ検討している状況でございます。以

上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。山口委員。 

○１番（山口優子） 

 はい、直売会の皆さんが知恵を出し合ってその売り上げを上げて赤字ではない黒字の状

況で運営されているということは素晴らしいことだなと思います。道の駅のリニューアル

みたいなお話もあるんですけれども、今、鹿追の道の駅でそんなに派手な道の駅ではない

いですけれども、うまく回っている状況かなと思うんですが、直売会の方々がどういった

ところで何か課題があるのかとかそういう点あればお願いします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石瓜幕支所長。 

○瓜幕支所長（城石賢一） 

 道の駅うりまくのほうなんですけれども、当初道の駅うりまくの駅舎につきましてはラ

イディングパークの管理棟でございました。それをですねうまいこと活用してですね、今

道の駅としてあるんですけれども、やはり建物が老朽化してきている部分もありましてト

イレがですねやはり一部まだ和式トイレですとか、あと男性用トイレがですねやはりまだ

ちょっとむかしのタイプですのでちょっと背丈が低い感じのものでございます。そういっ

たことからですねやはり１番来場してくれた方、きれいなトイレを使っていただくという

ことで清掃は万全を期しているんですけれども、やはりそういった和式の部分ですとか背

丈の問題がありますので直売会のほうとでもですね相談をしながら、また限られたスペー

スでの売り場ですのでなかなか品目を多く出せないと。特に人気があるのがですねやはり

鹿追町野菜、皆さん家庭菜園等で作っていただいた野菜がですね直売会のほうに出してい

ただいて非常に人気が高いんですけれどもやはりアイテム数を増加させていきたいなと。

そういったことからですね売り上げ増につながって安定的なですね道の駅うりまくの運営

を図っていきたいというふうに考えております。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。それでは富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 
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 すみません。道の駅しかおいについてですが特に販売員さんのほうからこういうことを

というような要望等は挙がってきてはございませんがいろいろ協力していただいて売り場

のほうも活気よくしていただいているのかなというふうに感じてございますし、駐車場を

使われている方のごみの関係もよく対応していただいてそのへんの問題も解決していただ

いておりますので今後また何かあれば意見を聞いて改善していくように進めたいと思って

ございます、以上でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 それでは次に進みます。 

              １０款 公債費     ９５ページから 

              １１款 諸支出金 

              １２款 災害復旧費 

              １３款 予備費     ９８ページまで 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 １０款、公債費から、１３款、予備費、９５ページから９８ページまでとします。質疑

ありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 それではここで暫時休憩します。再開は２時１５分とします。 

休憩 １３時５８分 

再開 １４時１５分 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 次に進みます。 

          歳入   １款 町税        ９ページから 

               ２款 地方譲与税 

               ３款 利子割交付金 

               ４款 配当割交付金 

               ５款 株式等譲渡所得割交付金 

               ６款 地方消費税交付金 

               ７款 自動車取得税交付金 
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               ８款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

               ９款 地方特例交付金 

              １０款 地方交付税 

              １１款 交通安全対策特別交付金 

              １２款 分担金及び負担金 

              １３款 使用料及び手数料 

              １４款 国庫支出金 

              １５款 道支出金 

              １６款 財産収入 

              １７款 寄附金 

              １８款 繰入金 

              １９款 繰越金 

              ２０款 諸収入 

              ２１款 町債        ３８ページまで 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

歳入に入ります。１款、町税から２１款、町債、９ページから３８ページまでとします。

質疑ありませんか。８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 １６ページ、資料は１３０ページでございます。キャンプ場野営場施設使用料利用者と

か利用料あります。そこで鹿追自然ランド入場料・施設自然ランド使用料、５２万３，４

１０円、昨年は４９万６，２１０円、人数も２，８３６人ですか。５２万３，４１０円、

この自然ランドの施設はですねもう相当前に廃止になりまして、キャンプ場もありません

けれどもこれは誰がどうやって人数、入り込みの人数を把握し、またどうやってこの入場

料を取っているのか、そのへんをお聞きします。どういうシステムになっているのか。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい。お答えさせていただきます。こちらの鹿追自然ランド入場料というのはネイチャ

ーセンターがエアトリップを使う際に使うということでいただいている入場料でございま

す。以上です。 
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○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 エアトリップを使用した料金だというふうに今答えられましたけれども、このエアトリ

ップの施設はですね造るときには役場で造ったんですか。それとも民間のそういった業者

が造ったのか。またエアトリップを維持するためには点検していますよね。ワイヤーとか

安全点検、非常に人が乗るものですから安全点検は綿密にやっていると思います。もちろ

ん職員というか安全のためにインストラクターを教育したりやってますしね。この２，８

００人もの人数を集めるためにはその会社はですね一生懸命宣伝もし、営業もし、来てく

ださいというパンフレットを作りいろいろやっていると思う。努力していると思う。役場

はこれだけの収入あるわけですから、どういうアクションというかどういう取り組みをし

ているこれだけの収入を得ているんですか。そのへんお聞きします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 はい。こちらの収入につきましては施設内に入る道路関係ですとかそちらのほうが壊れ

たりですとかそういった場合に修繕のために使わせていただいてございます。以上です。

そのエアトリップの設備はですねネイチャーセンターが設置してございまして、点検等も

ネイチャーさんのほうで点検している状況でございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 役場はこの事業に関してはほとんどしてないというふうに理解していいんですか。これ

を納入させる収納の根拠は条例で決まっているんですか。これ計算するとですね非常に半

端な１８４円５５銭、１９４円６６銭のときもある。この金額がですね割とばらばらなん

ですけれども、この金額を納める根拠というのは調整なんですか。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 私の記憶でねお話をさせていただきますけれども、自然ランドに施設を造る時に町はあ
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の土地をお貸しをすると。この面積を測ってね金額も出して使用料を使っています。それ

からもう１つ、契約として入場料の何％かを言ってみれば入湯税のような形でね納めても

らうという契約になっていますから、その根拠に基づいて入ってきている金額というふう

に思っています。ですから町がねある意味手をくださないだとかくだすとかそういう問題

ではない。そういう契約でありますからいただいているという。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 非常にねあそこでしているインストラクターとかネイチャーセンターの人たちは一生懸

命なんですよね。それでも一生懸命やってもこの地震の停電のときにはですね、大きな修

学旅行生のキャンセルあったり個人で申し込まれているキャンセルが相次いでいるんです

よ。それから修学旅行生以外にもね、この間から例えば釣り、魚釣りのセカンドステージ

が始まったんですけれども、やっぱりキャンセルがあったりそういう状況が生まれてそれ

が積み重なって２９２億円のそういったあれですから。天災ですね。やっぱり働いている

人たちも町民ですから何かこうお金を徴収だけではなくてねそういう人たちに支援の方法

を考えることができないかということをお聞きします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 支援をこういう被害に対してどうかということについては必要があるかどうかについて

はね私のほうでは担当のほうにすでに指示をしている。ただエアトリップに限ってお話を

しているんじゃなくて、酪農も含めてそれから風水ですか。ここも７、８００のキャンセ

ルがあったということも承知をしております。そういうことについて他との比較において

どうすべきなのか。鹿追町においてあるいは今、北海道でもねそういうその２９０なんぼ、

これは乗数効果も見てでありますけれども実質的には１１７億ぐらいというふうに思って

いますけれども、そのキャンセルに対しての落ち込みに対して北海道は補正予算を組んで

います。その内容がねどういう内容で支援をするかについても把握をして、町としてのあ

るべきことを考えていこうという話をしておりますので。ただペイしているかどうかとい

うことになるとね、エアトリップ乗ったことありますか。 

○８番（狩野正雄） 
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 １度。 

○町長（田弘志） 

 なんぼ払ったんですか。いくらお払いになりました。多分４、５千円だと思うんですよ。

それで結構利益は上がっているというお話も聞いていますからね、すごく私は困っている

のかなというふうには思っていないけれども、いずれにしてもねそういう被害、全体的に

あれしますから。出てますからそれについて町としてどういう支援が必要となるのか。あ

るいは何とかそれぞれが吸収できる程度のものなのかについて検討を今しているところで

ありますのでご理解をいただきたい。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 算定根拠になっているのは町有林だからと理解してもいいのかもしれませんけれども、

そういうね１人１人じゃなくてこの施設をエリアをねいくらで使ってくださいというよう

なね、積算根拠がこれから必要ではないか。例えば畑を農家なんかで借りたりする時にで

すね今年はあずき１０俵採れたから１０俵分の年貢くださいとかは言わないと思うんです

よ。だからそういうね町有林の利用の設定の仕方、利用料金の設定の仕方もね今後考えて

いく必要があるんじゃないかと思いますがこれいかがでしょうかね。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 施設、土地はもちろんですけれどもね。管理施設も当時ありましたよね。そういうもの

も全て貸していますからですからある程度の当時積算根拠は定かじゃありませんけれども、

お互いに納得のできる金額を設定しているはずでありますからね。町が大変困っているの

にね使用料だけ暴利を取るというか、むさぼっているとかねそうでは決してない。やはり

経営者の立場、経営者があってはじめて本町の観光産業も栄えるわけでありますから業者

が成り立っていかないような設定はしておりませんのでねご安心をいただきたいとこのよ

うに思っています。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

よろしいですか。他に質疑ありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他に質疑なしと認めます。これで認定第１号に対する質疑を終わります。 

特別会計の審査に入ります。 

     認定第２号 平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に対

する質疑 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより認定第２号、平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に対

する質疑を行います。歳入歳出について１００ページから１２１ページまで一括で行いま

す。質疑ありませんか。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

質疑なしと認めます。これで認定第２号に対する質疑を終わります。次に進みます。 

     認定第３号 平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に対する 

質疑 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより認定第３号、平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に対する

質疑を行います。歳入歳出について１２２ページから１３３ページまで一括で行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。これで認定第３号に対する質疑を終わります。次に進みます。 

     認定第４号 平成２９年度鹿追町下水道特別会計歳入歳出決算認定に対する質 

           疑 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより認定第４号、平成２９年度鹿追町下水道特別会計歳入歳出決算認定に対する質

疑を行います。歳入歳出について１３４ページから１４７ページまで一括で行います。質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。ここで認定第４号に対する質疑を終わります。次に進みます。 
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     認定第５号 平成２９年度鹿追町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に対する 

質疑 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより認定第５号、平成２９年度鹿追町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に対する

質疑を行います。歳入歳出について１４８ページから１６７ページまで一括で行います。

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。これで認定第５号に対する質疑を終わります。次に進みます。 

     認定第６号 平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

対する質疑 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより認定第６号、平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

対する質疑を行います。歳入歳出について１６８ページから１７５ページまで一括で行い

ます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。これで認定第６号に対する質疑を終わります。次に進みます。 

     認定第７号 平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定

に対する質疑 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより認定第７号、平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定

に対する質疑を行います。別冊の歳入、歳出について一括で行います。質疑ありませんか。

５番、加納委員。 

○５番（加納茂） 

 ちょっとお伺いしたいわけでありますけれども、実は今の国保病院は２人の先生によっ

てうまく回っている。運営されているということであります。それでこの２人の先生も結

構長くなりますので今後の見通しとしてはどうなのか。このへんをちょっと詳細にお伺い

したいんですけれども。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 非常に頭の痛いところなんですけれども、見通しが明快になっているかということにな

ると正直申し上げてまだなっておりません。ただお２人ともね来年度は定年ということに

なりますから、来年度というか今年いっぱいでね。そうするとこれについて今、院長と話

し合いをしているところであります。いずれにしても１名は退職、どちらかはなるだろう

と。定年からいくとお２人ともなってしまうということでありますから、この病院に医師

がいないということになりませんから、今全力でその後をですね充当しないといけないと

このように考えているところであります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 加納委員、よろしいですか。 

○５番（加納茂） 

 確かに難しい問題ではあると思います。しかし病院というのは先生の評判ではやるかは

やらないか決まる、そういったところがありますからひとつ良い先生をがんばって見つけ

ていただきたいと思います。ひとつよろしくお願いします。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他に質疑なしと認めます。これで認定第７号に対する質疑を終わります。次に進みます。 

平成２９年度各会計歳入歳出決算認定７件についての総括質疑 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより平成２９年度各会計歳入歳出決算認定７件について総括質疑を行います。質疑

ありませんか。８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 総括で質問いたします。事務事業を担当する職員に考えてほしいことはですね前任者か

ら何の疑問も持たずに引き継いで事業を進めるということのないようにですね。町民にと

ってどれだけ大切なことか。どうやったら改善ができるかというそういった視点がね常に

大事だと思います。そのためにはですねちょっとした変化とかいろんな人のアドバイス、

そういうものに耳を傾けて常にそういうことに耳を傾けているという訓練が必要です。先
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日、こんなことがありました。１３日の夜、東京鹿追会の皆さんが本町に来町されました。

８０を超えた方がですね６０年ぶりに見た町の姿、とっても素晴らしい。感動した。完成

した美蔓のため池を見てねその人が幌内とか美蔓地区に親が入植していたらしいんです。

その両親たちがですね水の確保に非常に苦労しながら働いている姿を常に見ていたという

んです。このため池ができあがるまでにね相当な長い時間かかって汗の結晶だなと思いま

す。その人が言うにはこの池の水の姿をですね両親に見せてやりたかったなと話しました。

職員の皆さんがですね、今、取り組んでいる事業がですね将来の人々にとって町にとって

どう役立てるかということをね常に業務遂行の上で考えてほしいんです。そのためには現

場にですね自ら足を運んで確認すること。困っている人の話をよく聞く。そこで集めたで

すね情報を報告し他の部署とも連絡を取り合いどう解決していくか相談すること。俗にい

う「ほう・れん・そう」です。先日もね農家の方から私、相談受けました。小麦まきの畑

を作っているんだけれども、ぬかるんだ土地があって畑があって小麦まきができないんだ

と。何とか対策できないものかなという相談受けました。専門知識がある職員にですねこ

のことは伝え考えてもらっています。昨年、同僚議員とですね九州、長崎とか熊本県の災

害現場を視察してまいりました。その現場に行かなければですね得られないこと、それか

ら住民とかですね役所の職員の皆さんからですね貴重な経験を聞いてきました。そういっ

た経験を聞くことがですね、これやっぱり大事だなというふうに思いました。今回の停電、

台風、それから風評被害、相次ぐ事業者のキャンセル、それからいろんな仕事の遅れ、い

ろんなものを抱えている人がいっぱいいると思うんですよ。そういった人たちのもとにで

すねやっぱり現場に足を運んでですね、課長自ら行くことはない。若い職員をどんどん行

かせてほしいんですよ。そして若い職員をですね鍛えてあげてください。そして住民の声

をねよく拾うシステムを作っていただきたい。その上でですね、こういう厳しい観光客も

激減している。台風もある。自然災害もある。そういうときにどういった支援をどういっ

た対策をとれるかをね常にこう日ごろから考えていただきたいというふうに思います。以

上。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

答弁、喜井総務課長。 

○総務課長（喜井知己） 

 はい、お答えをいたします。事務の引き継ぎという点からお話をいただきました。われ

われの仕事は究極というか全てそうなんですけれども、住民福祉の向上というのが私たち
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の仕事だというふうに思っております。われわれ職員は町長の命を受けていろんな事務事

業に取り組んでいるわけですけれども、数年単位でそれぞれ担当する部署が当然変わって

まいります。このことにつきましては事務引き継ぎの規定というものを作りまして課長職

から係までそれぞれ前任者と後任者で事務の内容を文書化をして引継書を作ってございま

す。課長職にあっては理事者の決裁を受けてきちっと事務の引き継ぎという形、形式的に

もそういうふうに進めているところでございます。当然、部署が変わってもですね同じ役

所の中で仕事をしておりますので他の課の仕事であってもその状況を見ながらちょっとこ

のことが漏れているなということがあれば当然それぞれ連携を取って事務を進めておりま

すし、今回のような災害等にあってはですねそれぞれなかなか気がつかない面もやはりあ

るということで、お互い注意をしながら事務を進めていっているところであります。私も

現場も担当したことがございます。狩野委員さんおっしゃられるとおり直接住民の方の意

見を聞くということも仕事を進めていく上で非常に重要だというふうに思っておりますで

それぞれの立場でやるべき仕事はそれぞれ違いますけれども、目標は先ほど申し上げたと

おり住民の皆さんのためにということですねでそのへんをよく考慮しながら私もいつの間

にかこんな歳になってしまいました。後輩を育てるということも私の仕事の１つかなと思

いますのでそれぞれの立場でその役目を果たしていくよう進めてまいりたいというふうに

思っております。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

はい。防災、菊池町民課長。 

○町民課長（菊池光浩） 

 狩野議員さんから防災あるいは災害の関係についてもご質問があったかと思いますので、

私の担当の立場からちょっと報告をさせていただきたいと思います。私も役場職員、長く

なってきました。昭和５６年の大雨災害を経験した職員もですね私を含めてそう多くはあ

りません。その後、数々の災害もあります。直近でいくと平成２８年の大雨等もあります。

それで東北大震災の際に私は救援物資を持って行って来ました。そこで見た光景、あるい

は見た印象等々ですね頭に鮮明に焼き付いているわけですけれどもその時の行動を各職場、

職員に伝えていくことがとても大事だなと思っております。先だって先月ですけれども町

長のご配慮いただきまして南三陸町、その復興状況を見てきました。その中で印象に残っ

たのはですね静内地区、だいたい６ヘクタール、市街地が壊滅をして復興公園を計画して

いるそうです。象徴的な南三陸防災庁舎、ここもですね想定以上の津波が来て生き残った
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職員が１１人、５０人程度がですねそこに避難されて残った職員が１１人とというような

ことでありました。防災庁舎を残すか残さないか、かなり議論あったそうでありますけれ

ども、最終的には県の残すべき資産ということで県が指定して残すことになったそうです。

その中で町長の苦悩ぶりがすごく分かったわけであります。その後も話は変わりますけれ

ども、先だって総務課長と厚真町にも行ってまいりました。そんなことでいろんな防災の

ことで経験をさせていただいておりますので、私たちの使命としては報告、連絡、相談、

もちろん含めてですね職員に伝えていくことが大事かなと思っております。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長 

○町長（田弘志） 

 総括でありますから私のほうからもお答えをいたしますけれども、一生懸命やれという

ことだというふうに理解をしております。おっしゃられるとおり職員の教育、それから現

場主義というか現場を知れということ、あるいは住民の声に耳を傾けよと、おっしゃられ

るとおりでありますので私ども今、狩野議員のおっしゃるところ全職員が下でも聞いてお

ります。マイクを通して。きっとがんばっていただけるものと期待をしておりますので今

後ともご指導よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 私、先ほど質問をいたしました再エネ導入活用事業、これは太陽光パネルですけれども

最近の大きく言えば地球上の異常というか災害がですねわが町にもいろいろな形で来てそ

の都度、行政がしっかりと対応してきて、今の狩野委員のお言葉の中で私も思うのは現地

に入らないと分からないということがいっぱいある。それは今の菊池課長が答弁いただい

た災害の後、行ってみるとそこの住んでいる人、それから現状がよく分かるということで

私も非常に重要なことかなと。この町はですね、私は５，５００人の住民で非常に産業も

活発にそれから行政もしっかり動いてくれているというふうに思っております。いろんな

ところ見させていただいて町の対応は決して劣る、他の行政に劣る町ではないというふう

に私も捉えています。ごく最近の停電でございます。話をちょっとくっつけるのは窮屈で

失礼かとも思いますけれども、実はですね９月６日早朝、朝５時前に菅原課長、田町長

が私の家に来ました。私もびっくりしました。町長自らですね現場に入ってどういう状況
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かということを調査に来たのであります。発電機がどの程度あるのかということを調査し

ながら農協と連携してその後も進めていいただいているというふうに私も聞いております。

かなり押し付けで申し訳ないんですけれども、２９年の末になります３月１日の大雪、あ

の時はですねあの時も行政それぞれの分野で現地に入って対応していただき、除雪に関し

ては担当の職員がですね休み無く除雪をしなければならなかったと。その中でしっかり対

応できて大きなトラブルもなく過ごしてこれたと。こういう時代にあってですね２８年の

台風もそうです。行政がしっかりやらないといけないというのは、行政の方々十分理解し

ていただいてましたけれども、やはりそこに住んでいる住民がですねこの町がどういう状

況、どういう土地の上で鹿追が成り立っているのかということも当然勉強していくチャン

スでもあるのかなと。そういう意味では押し付けで申し訳ないですけれどもジオパークも

重要な部署というふうに私は思っています。それでですね災害対応という分野において町

長のお考え、自ら動いていただいているということを、私今申し上げましたけれども今後、

今回の停電で学んだことはですね電気の重要性、それから今マスコミでも取り上げていた

だいてますけれども自分のところで発電している電気が自分のところで使えないという歯

がゆさというのをね、これはわが町だけで対応できる問題ではないんですけれども、しっ

かりと鹿追がこういう方法で早くからやっているということは国も分かっているわけです

けれどもしっかりとそこのところを中心にしてですねどうやったら将来自営線を引いて地

産地消ですか。電気の地産地消がしっかりとできるのかどうかということをやはり今回の

災害を教訓としてですね前進していただきたい。具体的な話を進めていってほしいという

ふうに思います。その点についてお伺いしたい。あとそこにくっつけてお話させていただ

きたいのは酪農が盛んであるということは先ほどもちょっと私質問させていただきました

けれども、バイオガスプラントの売電が大変、今、鹿追は北電に買っていただいてありが

たい状況の中ありますけれども、他の行政なり団体がですね今造ろうと思っても電気を買

ってもらえないという状況の中では建設ができないというふうな状況になっております。

鹿追も残り半分ほどの農家さんが要望書を町に挙げ、議会にも提出していただいて、今、

行政も考えていただいているところでありますけれども、どうかですね生産者、それから

農協、行政が一体となって次の新しいシステムをですねしっかりと構築して次に向かって

いっていただきたい。これも電気があればこそのことでありますけれどもちょっと無理く

りで申し訳ありません。今回の災害、酪農家が現地で電気が無いことによる相当の被害も

出ております。工場が動いたんだけれども牛乳が店頭に上がらないで終わったのもあると
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聞いております。これは今の時代の私たちが作ってきた時代でありますのでなかなかすぐ

どうこうということにはなりませんけれども、行政として町長としてお考えのところお示

しいただきたいと思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 災害対応ということでの非常に貴重なご意見をいただきました。まず１番最初にですね

自営線の関係とそれからバイオガス発電の関係についてちょっとお話をさせていただきま

すけれども、今回、本町ではですね自営線を引いて役場近くの公共施設等々に引っぱろう

ということで今計画をしております。これは環境省の事業でやるわけでありますけれども

いずれにしても４００キロワットということでありますからあるいは不安定な太陽光とい

うものがですね電源になりますので非常に今後これができてもですね大丈夫ということに

はならないなというふうに思っているわけであります。しかし将来これにＦIＴがですね切

れたときに新電力と新しい電力会社の設立をしながらこれでもって電気を販売するとそう

いうような形に追々なっていくというふうに考えておりますけれども、経済的な問題もあ

って今現在は北電にそのまま真っすぐ売っているという状況であります。そこで今回のブ

ラックアウトという状況の中で正直申し上げて瓜幕と中鹿追の発電だけでもですね鹿追町

の一般家庭の２，０００戸の電源を賄うことができる。そういう電源を持っていながらで

すねそれが実際には使えなかったという状況であります。非常に残念でありますけれども

これについては今の電気のあり方、発電そして送電線の問題。今、国はですね発送電分離

ということですでにそういう状況になりつつありますけれども、いずれにしても電線が今

の北電の所有しているものである限りですねこのことについて真っすぐそれぞれの農家に

配電をするというのは難しいのではないかというふうに考えているところであります。し

かしながら地域を割ってね停電を回復させるということは実際に行われているわけであり

ますので、今朝も課長にですねこのへんのシステムの今後におけるあり方について北海道

電力とそれからわれわれとしての要望というかそういうものをしっかり作る必要があるな

ということで今、その検討をしているところであります。何とかですねこの私はシステム

的によく分かりませんけれども鹿追の電気がですね停電だったときには北電ではなくてす

ぐに全体に回るようなそういう配線の仕方これができないものか。これをですねやはり北

海道、北電含めてこういうことができないのか検討する必要があるというふうに考えてお
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りますので。今後これについてはですねしっかりとお話をしていきたいというふうに考え

ているところであります。そんなところで非常にすぐそこに電気がありながらですね歯が

ゆい思いをしたというのが今日の状況であります。もう１つはバイオ関係については今、

正にですね家畜ふん尿の適正処理ということでの上では農業問題という視点に立ち入って

おりまして、なっておりまして、どんどんと農家が電気をふん尿をマスとしての発電をし

ていきたいという農家が増えてきております。本町でも今すでにできているところで発電

機を入れたいというお話もありますし、先ほどご指摘のようにまだ未設置の部分もあると

いうことですから、今後ですねこれについてはやはり連系に系統連系、これにしっかり乗

れるようにしていく必要があるというふうに思っていまして、これは近々札幌で北海道の

ガス協での研修会、これには経産、あるいは農水からも来ていただいてね勉強会をやると

いう予定になっておりますし、また国の段階でもね農水あるいは経産省に対してわれわれ

のこうした意思をしっかり意思統一を図って要請をしていくということが必要かというふ

うに考えておりますので、これは非常にハードルの高い問題ではありますけれども、今月

の２５日には北電の副社長とも会うことになっておりますので、そこには北海道ガス協の

役員で会って今現在の状況をお話をしていきたいというふうに考えてますし、８月の何日

頃かな。北電の副社長も本町に１度来ております。そのときも同じような話をしてですね

北海道電力は正直言ってこのバイオガス発電等々の電源については非常に安定した良質な

電源であると。ベース電源として素晴らしいという評価ををいただいておりますから何と

か量的にも決して多くないこのガス発電をですね系統にしっかりと乗せられるように、で

きれば優先的に乗るように私は要請をしていきたいとこのように考えておりますのでよろ

しくご協力のほどお願いをしたいというふうに思っています。以上であります。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 先ほどから言っておりますようにちょっと問題として違う方向にいって申し訳ないとは

思っているんですけれどもただ非常に重要なこととそれから２９年度以前からもあります

先ほどの台風の問題の事後処理、それから今年の３月の大雪、この大雪のとき今年度２９

年度で小型除雪機を装備していただいたわけでありますけれども、大吹雪で大雪のときに

どういう対応ができたかというと、実は私の地元の国道、大きなアールのカーブがある場

所なんですけれども、あそこにはですね地元の若い人たちがショベルを持ち寄って張り付
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いて往復除雪をしながら車の誘導をしていただきました。これはある意味勝手にやってい

ることなんで私は今まで表に出してませんけれども、あそこが滞ることによってなかなか

瓜幕全体が動けなくなったという現状がありました。それでショベルで何とか動いてきて

はいたんですけれども鹿追の町場含めてですね鹿追は南北に長くて西風が吹いて東の嵐風

が吹けば当然南北が縦長の状況で道路が塞がれるということが起こりうります。その中で

今回は開発局にお借りして大型ロータリー車をお借りして何とか急をしのいだというふう

に聞いております。それを装備するということはなかなかハードルの高いとは思いますけ

れどもやはり将来考えればですね計画的に大型ロータリー車をですね自前で持つくらいの

心積もりで進んでいくことが必要なのかなというふうに思います。これをご答弁いただい

て終わりたいと思います。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 あらゆる災害に対して体制をしっかり持ってですね対応するということは大事でありま

す。例えば停電であれば発電機をどうなのかということでこれもですね今回の経験を生か

して農家の大体おおよそ掴んではおりますけれども、それじゃどう不足なのかということ

について今把握をしてですね何とか農家それぞれが対応できるようなそういう体制が必要

ではないかというふうに考えております。それから大型ロータリーですね。これどれくら

いするのかちょっと分かりませんけれども、かなり高いものというふうに私は受け止めて

おりますけれども、こうしたものもですね財政が許せば持つことも必要というふうに考え

ております。いずれにしても補助事業にのせるということはね先決になりますのでそうし

たことも考慮した上で検討させていただきたい、このように思っております。以上です。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。これで平成２９年度各会計歳入歳出決算認定７件の総括質疑を終

わります。 

     認定第１号 平成２９年度鹿追町一般会計歳入歳出決算認定について 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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これより認定第１号、平成２９年度鹿追町一般会計歳入歳出決算認定について討論を行

います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより認定第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。本案は原案のとおり可決されました。 

     認定第２号 平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより認定第２号、平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより認定第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。本案は原案のとおり可決されました。 

     認定第３号 平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより認定第３号、平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから認定第３号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。本案は原案のとおり可決されました。 

     認定第４号 平成２９年度鹿追町下水道特別会計歳入歳出決算認定について 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより認定第４号、平成２９年度鹿追町下水道特別会計歳入歳出決算認定について討

論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから認定第４号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。本案は原案のとおり可決されました。 

     認定第５号 平成２９年度鹿追町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

認定第５号、平成２９年度鹿追町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を行

います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから認定第５号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。本案は原案のとおり可決されました。 

     認定第６号 平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより認定第６号、平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから認定第６号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。本案は原案のとおり認定することを可決されました。 

     認定第７号 平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定

について 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより認定第７号、平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定

について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから認定第７号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。本案は原案のとおり可決されました。 

以上、本委員会に付託されました平成２９年度各会計７件の決算審査は全部終了しまし

た。これで平成２９年度各会計決算審査特別委員会を閉会いたします。 

○議会事務局長（坂井克巳） 

 ここで、安藤幹夫委員長よりごあいさつがございます。 

○決算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 平成２９年度各会計の決算審査が、滞りなく慎重かつ精力的に行われました。各委員に

おかれましては、真剣に、そして熱心に確認と問題提起をしながら、慎重なご意見・ご提

言を出していただきました。また説明員にあっては特に真摯にその行政説明を行なってい

ただきました。その中から問題点や課題点も把握ができ、今後の行政推進、予算執行に役

立ち、おおよそ活用できる事柄が多々あった実のある決算審査であったと感じています。

財政問題、産業振興対策、後期高齢者対策、少子化対策、町行政には課題が山積しており、

限られた予算の中でこれら重要かつ多くのことを包括的に満足いく行政執行は至難なこと



－74－ 

と推測します。しかし、住民が安心できるまちづくりのために、各位が粉骨砕身尽力しな

ければならないことを肝に命じ、精進を改めて誓うものであります。限られた日程の中、

ご熱心に当たられた委員各位、行政担当局の皆さま、行政委員の皆さま、真にありがとう

ございました。感謝を申し上げてあいさつとさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

○議会事務局長（坂井克巳） 

 次に、田弘志町長からごあいさつをいただきます。 

○町長（田弘志） 

 一言ごあいさつを申し上げます。今日、９月１８日から２０日までの日程で２９年度の

各会計決算特別委員会開催をされたわけでありますけれども予定をしていた日程を大きく

繰り上がって、本日、１５時を持ってですね１０分で全ての会計についてご承認をいただ

いたわけであります。心から感謝を申し上げる次第であります。今日、本当に委員の皆さ

ん方から数多くのご意見をあるいは提言をいただきました。私は町長としてお聞きをして

いて委員の皆さん方、本当にやさしくたしなめるようにそんな思いを持ちながらお話をい

ただきましたけれども、しかし話の内容等々につきましては極めて私ども厳しく受け止め

てそしてその対応に当たらなければならない。このように考えているものであります。今

日は本当に貴重な時間、今後ですね議決をいただいた予算の執行、事業の推進、そして来

年度に向けての予算編成もまたはじまるわけでありますけれどもしっかりとこれを生かし

てですねがんばりたい。私だけじゃなくて課長あるいは各委員会のトップの皆さん方もい

らっしゃるわけでありますから心して当たりたいとこのように考えておりますので今後と

もよろしくご指導いただきますようにお願いをしてごあいさつに代えさせていただきます。

ありがとうございました。 

閉会 １５時１４分 


